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平成25年第１回玄海町議会定例会議事日程（第２号）
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午前９時 開議

○議長（岩下孝嗣君）

おはようございます。ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しておりますの

で、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程につきましては、あらかじめお手元に配付しております議事日程表によっ

て御了承方お願いいたします。

初めに、皆さんにお知らせをいたします。

東日本大震災が発生して本日で２年となります。そこで、一般質問の途中になると思いま
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すが、この震災により犠牲となられた全ての方々に対し哀悼の意を表すべく、発生時刻であ

る午後２時46分に黙禱をささげたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

日程１ 一般質問

○議長（岩下孝嗣君）

日程１．一般質問を行います。

質問の通告があっておりますので、順次発言を許します。６番渡辺一夫君。

○６番（渡辺一夫君）

おはようございます。議長の許可を受けましたので、ただいまより一般質問を行います。

また３月11日がやってきました。東日本大震災が発生してからちょうど２年、あのとき、

この議場で一般質問の最中でした。多くの犠牲者及び災害に遭われた皆様に心からお見舞い

申し上げます。

さて、今回は学校教育について、産業育成について、観光開発について、以上３つの項目

について質問をしたいと思います。

初めに、学校教育について質問いたします。

玄海町の小中一貫校の準備が着々と整い、いよいよ来年度から本校舎建設に入られます。

学校教育は、人生80年の中で最も重要な時期であります。保育園、小学校、中学校、高校と、

幼少期から青年期まで18年間、ともに学び、ともに遊んでいかなければなりません。ここで、

その後の60年間の人生に大きな影響を与える知性と教養を身につけなければなりません。

さて、１カ月ほど前、日本共産党玄海町支部が発行している「玄海民報」が目にとまりま

した。「ならぬことはならぬ」という文面です。ＮＨＫドラマ「八重の桜」からとった言葉

でしょうけど、少し使い方がおかしいと思います。舞台は福島県会津です。昔から教育に熱

心な土地柄であります。

このことに少し触れますが、現在、世界には多くの青少年問題が存在しています。その環

境である地域社会や学校、行政、そして家庭が抱える問題は、余りにも多くあります。21世

紀への大局に立ち、私たちは教育の根本的な解決方法を会津の歴史と文化の中に見出すこと

ができると思います。それは、会津藩における幼年者の「什の掟」であります。その什の掟

は、幼年期の自主的なルールで、最後に「ならぬものはならぬものです」と結んでいます。

この言葉は、教育問題を解決する一つのキーワードになり得るのではないかとの考えで、会

津若松西ロータリークラブの主催で今「ＮＮ運動」、つまりならぬことはならぬ運動が展開
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されています。すなわち、不登校、いじめ、家庭内暴力、非行、凶悪犯罪の発生原因に「な

らぬものはならぬものです」という教えの不足、あるいは、私たちの認識の不足にあるので

はないか。今こそ、大人も襟を正し、子供に親として教えなければならないことがあるはず

です。時には、愛情を持ってただすことも必要です。それが「ならぬことはならぬもので

す」に象徴されています。

さて、少し戻りますが、この民報で町民の声が特集されていました。多くの声が余り統合

は知らなかった。よくわからないというような声でした。今では、行政放送で学校教育検討

委員会、また議会一般質問なども放送されていますので、情報が伝わりやすくなっていると

思いますが、今までどれぐらい説明会がなされたのか調べてきました。まず、平成23年６月

９日の値賀小・中学校育友会との話し合いを皮切りに、平成24年12月の町民説明会まで延べ

59回の説明会が開催されています。中には賛成だから説明会はしなくてよいとの連絡が来た

地区もあります。そのほかには、あおば園、ふたば園、町婦人会、区長会などの説明会が行

われています。

このような中で、議会の議決を受け、小中一貫校がなされるわけですが、現在の進捗状況

と統合して小中一貫校としての教育方針、この２点に対して教育長の答弁を求めたいと思い

ます。

○議長（岩下孝嗣君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

渡辺議員さんから統合する学校の進捗状況、それから統合する学校の教育方針について御

質問いただきました。

学校の進捗状況につきましては、２月４日特別委員会で御説明をいたしましたけれども、

一部重複するところがございますけれども、12月議会以降の状況から説明をさせていただき

たいと思います。

12月18日、町民会館において町民の皆様方への説明会を開催したところでございます。こ

の説明会におきましては、校舎などの施設、それから新しい学校での教育ビジョン、この２

つについての概要を説明させていただきました。この説明の後、質疑応答を受けまして、体

育館の内容等についての質問、それから意見があったところでございます。

翌12月19日、この議場において有浦中学校体育館、それからプール、これは既存の体育館
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とプールでございますけれども、解体工事に係る本契約を議決していただきました。現場で

の実質的な着工は翌──すなわち、ことしになってからでございますけれども、ことしの１

月15日から解体工事に入ったところでございまして、今月22日の完了予定というところでご

ざいます。

議員の皆様方も有浦中学校校舎に行かれるとおわかりだと思いますけれども、既にもう体

育館の建物はなくなっております。解体いたしております。今は残土の処分等を行っている

ところでございます。

12月27日、社会体育施設の利用者の方々を対象といたしました説明会を開催いたしました。

有浦中学校体育館を解体いたしますから、この解体工事に伴い有浦中学校の生徒たちは社会

体育館を使っての授業、それから部活動をいたします。そのため、社会体育館等を利用して

いただいております一般の方々に対しまして、その旨の説明をさせていただきました。

質疑応答では、一般の利用者の方々が使用できる時間帯、それから日にちの確認、それか

らその方法等についての質問があったところでございます。解体工事以後、利用申請時に学

校の利用時間と重なるという場合がございますけれども、そういうことが想定されますので、

利用時間の調整、それから、ほかの施設の提案など、利用者との調整を行いながら運用をし

ているところでございます。

１月15日に第15回玄海町立小中学校基本構想等検討委員会を開催いたしました。

話し合った内容は、今現在は学期制は３学期制をとっておりますけれども、２学期制の導

入についての可能性があるのかどうか。それから、児童・生徒が利用しておりますかばん、

どのようなかばんがいいのかというかばんの形式、それから今後の学校運営ビジョンに関す

る内容を議論したところでございます。

そして２月４日、先ほど冒頭に申し上げました特別委員会を開催させていただき、御説明

をさせていただきました。２月12日、第16回玄海町立小中学校基本構想等検討委員会を開催

いたしました。２学期制の導入について、それから制服について、それから校訓などについ

ての今後の学校運営ビジョンについての内容について、議論をしたところでございます。そ

れから、平成25年度以降の準備についての各部会等の設置もございますので、その計画につ

いての協議をしたところでございます。

ただいま実施設計を行っているところでございますが、実施設計についての進捗について

御説明を申し上げます。
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実施設計もいよいよ最終段階になってまいりました。ことし１月から建築確認申請の審査

をしていただきます機関と事前審査によるやりとりを行っているところでございまして、２

月下旬からはその本審査に入りました。確認申請にかかる期間と設計内容について、今現在、

協議中でございます。最終の詰めを行っておりますけれども、３月21日までにはこの建物、

施設等の建築確認の申請書を取得できる予定でございます。

そういうスケジュールで今現在進んでいるところでございます。

続きまして、統合する学校の教育方針についてお答えをさせていただきたいと思います。

この教育方針につきましても、先ほど申し上げました基本構想検討委員会において、さま

ざま主要な項目を協議しているところでございます。これまでの協議内容については、特別

委員会でも御説明をいたしているところでございますが、小中一貫校のコンセプト、基本と

なる考え方といたしましては、愛着ということをテーマに学校運営をしていこうというふう

に考えているところでございます。

愛着とは、まず自分自身に対する愛着、それから仲間に対する愛着、それから教師、先生

に対する愛着、生活をする校舎に対する愛着、そして児童・生徒を大きく抱き込んでくれる

この玄海町という自然やふるさと、それに対する愛着を持つという、そういう基本コンセプ

トで小中一貫校の運営をしていきたい、それから、学校環境づくりをしていきたいというふ

うに考えているところでございます。

じゃあ、具体的にどのようなことで展開をしていくかということになりますけれども、小

中一貫校での学習活動、学校生活において柱になるものは、１つ、児童・生徒が社会に適用

し、協調性を有する、そういう子供に育つ。２つは、自分自身に誇りを持ち、自己の人格形

成、それから自己に尊厳を持つ。３つ目は、コミュニケーションがとれる語学力、これはも

ちろん日本語もそうでございますけれども、外国語も含めて語学力を有する、そのような児

童・生徒。４つ目は、状況に応じて自分で判断し、対応、対処ができる能力を有する子供、

児童・生徒。そのような児童・生徒の育成をするということを具体的に考えております。

基本にありますのは、全てこの４つを含みますのは愛着というテーマでこの学校運営をし

ていきたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

○議長（岩下孝嗣君）

渡辺一夫君。
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○６番（渡辺一夫君）

新しい一貫校のコンセプトは愛着ということで、大変いいことだと思いますけど、次に、

学力向上に向けての取り組みについて質問をいたします。

玄海町の小・中学生の学力が向上していきません。教育長も就任以来、何とかしなくては

いけないとの考えからグレードアップ学習館を設置され、私もこれだけやれば何らかのキー

ポイントとなり学力が向上するだろうと期待をしておりました。残念ながら期待どおりには

いってないような気がいたします。ここは、やはりもう一度見直しを考えなくてはいけない

のではないでしょうか。

学力向上問題は、教育委員会だけではやれるものではありません。行政、学校、家庭と、

この３つがしっかりと組み合って３本の矢となって進んで行かなくてはと思います。そのう

ちの１本が大きくても小さくても、また折れては、なおさらうまく飛べません。現状では家

庭、つまり育友会の学力向上に向けての取り組みが弱いような感じがいたします。

あるとき、こんな記事が目にとまりました。今、話題のスキージャンプの高梨沙羅選手の

ことですが、その活躍は皆さんも御存じだと思いますが、彼女は今、高校１年生の16歳です。

その記事は、ふだんも高校１年生とは思えないほど落ちついている。開幕戦優勝も浮ついた

たところは見えない。学業も充実しているようだ。何と、入学４カ月で高校卒業程度認定試

験に合格したのです。そのためには、１日10時間勉強していました。勉強に余裕が生まれれ

ば、不安なくジャンプに専念することができると通学時間や休み時間など、あいている時間

は全て勉強に充てていたと言われております。ロバート・キャンベル東大教授は、「昨シー

ズンもヨーロッパ各国に遠征していて、その間にしっかり勉強していたことがすごい。また、

英語を学ぶため、インターナショナルスクールに行ったというが、自分の目標に結びつけて

勉強するタイプ、すごいですね」と話されています。

このような記事を見れば何事も集中力なのかなと思いますが、教育長の考えはいかがでし

ょうか。また、北海道釧路市では、基礎学力保障条例で小・中学生の学力向上を目指してあ

ります。義務教育で習得する最低限の基礎学力を保障する本条例で、小・中学生の基礎学力

向上を目指すとしています。

釧路市では、小・中学生の学力低下に危機感を持って有識者らが釧路の教育を考える会を

立ち上げ、超党派の議員による基礎学力問題研究議員連盟を組織し、両者が連動して学力問

題の検討を重ねてきました。そして、昨年11月に市議会に釧路市の子供たちに基礎学力の習
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得を保障するための教育の推進に関する条例案を提案、賛成多数で可決されました。

当条例では、学力は客観的な数値目標で把握できるものの、さらに基礎学力は義務教育の

過程で習得する読み、書き、計算の知識と技能を提示、ほかに市長、教育委員会、市立小・

中学校、議会及び保護者の責務を明記しています。罰則は設けておらず、努力義務規定とな

っています。一部を紹介したいと思います。

釧路市の子供たちの基礎学力の習得を保障する教育の推進に関する条例として、教育は、

限りない可能性を持って生まれてきた全ての子供たちに対して、人格の完成を目指し、平和

で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を

期して行われなければならない。そして、その教育の土台となるのは、家庭教育や幼児期の

教育であり、これらにおける保護者の責務は極めて重大である。しかしながら、各家庭にお

ける教育力や環境の違いは存在しており、それらをどのように克服し、知・徳・体のバラン

スがとれた教育をするかについては、釧路市にあっても今や避けては通れない大きな課題と

なっている。また、教育は時代を担う全ての子供たちが学ぶ力と学ぶ意欲を持ち、それぞれ

の個性を十分に発揮しながら、とうとく、かけがえのない人生を切り開いていくために行わ

れるべきであり、とりわけ基礎学力習得が重要であると続いていますが、このような取り組

みも我が町玄海町でも必要なのではないでしょうか。

人間は、環境に支配される動物だと言われています。現在の玄海町の生徒たちの学力が上

がらないなら、環境を変えてみようと思うのが私の考えであります。そのための小中一貫校

としての教育であります。今からしっかりと学力向上の教育を目指していただき、２年後の

小中一貫校が開校したときには、より以上のステップを願います。学力向上のための教育委

員会の取り組み、また教育長、町長の考えを聞かせてください。

○議長（岩下孝嗣君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

渡辺議員さんから本町における児童・生徒の学力向上に向けての取り組みについて御質問

をいただきました。

渡辺議員さんからは、ほぼ議会のたびごとに学力向上についての御質問をいただいている

ところでございます。その折、今議員さんもおっしゃっていただきましたとおり、家庭、地

域、学校、その連携のもとで子供たちを育てていくという、そういう説明をさせていただい
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ているところでございますけれども、これまでの取り組みも含めまして、少し詳しく話をさ

せていただきたいと思います。

まず、家庭の教育力につきましては、私が本町に参りましてから育友会、ＰＴＡにおきま

して、この家庭教育力向上推進の宣言をしてくださいというお願いをいたしまして、この家

庭教育力向上の宣言をしていただき、取り組みをしていただくＰＴＡや育友会には活動費に

ついての助成を町からさせていただき取り組みをしていただいているところでございます。

これが直接、例えば教科書を教える、テストを教えるというようなことではございませんで、

家庭と──平たく言いますと家庭が子供の教育に目を向けるきっかけということ、そういう

きっかけづくりをさせていただきました。

それから、本町におきましては以前より第１月曜日、月の第１月曜日をノーテレビ・ノー

ゲームデーということで取り組みをしているところでございますけれども、現在は町立図書

館と各家庭、それから育友会等々が連携をいたしまして、このノーテレビ・ノーゲームデー

は家読の日ということで、家族そろって本を読みましょうという、そういう運動もしている

ところでございます。

これにつきましては、本町の町立図書館の貸し出し冊数が伸びていることからも、おわか

りいただけますとおり、町民の皆様方は読書活動への取り組みを熱心にしていただいている

ところでございます。私は、これらの家庭教育力向上の宣言や、それから読書の推進という

ものは、人間形成や学力におきましてベース、基礎になるものだろうというふうに考えてお

ります。

以前も申し上げましたけれども、問題はこれから先の先ほど議員がおっしゃっていただき

ました集中力や、それから時間の使い方、時間に対する貪欲さ、そして知識を得る喜び、知

識を得る貪欲さ、そういうものの育成であろうというふうに考えておりますが、問題はベー

スとなります基礎学力の定着ということは、先ほど議員さんがおっしゃられたとおりでござ

います。

本町におきましては、その基礎学力の定着がなければ、全ての子供たちが毎日学校に通学

をして楽しいという気持ちにはならないだろうというふうに思っております。そのために幾

つかの取り組みをこれまでも、それから今後もさせていただきたいことがございます。

まず１つは、学校における教える形態というものについて、形をもう少し工夫していきた

いというふうに思っています。１つは、子供たちにおきましては理解度がどうしても当然違
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います。理解度に応じた少人数グループに分けた学習指導を行っていきたいと、そういうこ

とで基礎学力の定着を図りたいと思います。

今現在は、１つの学級に教職員が２人入ったりしてチームとなって指導するというのは、

議員の皆様方も、それから町民の皆様方も目になさっていることだろうと思いますが、それ

に加えて、教室を２つに分けたりということでグループに分けて指導をするということも、

もっともっと進めていきたいというふうに考えております。

それから、もう１つは子供たちの視線、目を先生に向ける、上に向けると、そして興味を

持たせるということから、佐賀県も進めております電子黒板、それから電子教科書等を使っ

たＩＣＴ授業の展開を、これからももっともっと進めていきたいというふうに思っておりま

す。日常的に視覚教材を用いることで、これまでは先生の言葉だけで理解しようとしており

ましたけれども、視覚教材を用いることで子供たちの顔は上がります。表情も生き生きとし

ています。そういうわかりやすい授業をＩＣＴも使いながら進めていきたいというふうに思

っております。

今年度１月、有浦中学校でＩＣＴを活用した英語の公開授業が行われました。本町におけ

ますＩＣＴ、それから英語の授業は、かなり進んでおります。有浦中学校の授業を見ようと

いうことで県内各地から先生方が参観においでになりました。本町におきましては、本町の

子供たちはとても落ちついた授業態度でございます。これもほかの市町の先生方にとっては、

多分新鮮な驚きであったろうというふうに思いますが、１つは、子供たちの生活が落ちつい

ていること。そして、電子黒板の授業に早くからなれ親しんでいること、そういうことがこ

のような子供たちの授業態度にあらわれていると思いますけれども、玄海町におきましては、

今後一層教育ＩＣＴ先進地ということで県内でも認められておりますので、もっともっと進

めていきたいというふうに思っております。

加えまして、今議会で予算をお願いしておりますけれども、中学校のグレードアップを今

までしておりましたけれども、本年度、25年度からは特に中学３年生に、有浦中、値賀中の

中学３年生全てにＩＤとパスワードを渡して、一流の予備校のインターネット授業が受けら

れるような環境をつくりたいというふうに思っております。インターネット塾を今年、25年

度から取り組みをいたしまして、児童・生徒が自由にパソコン室や自宅でインターネットに

つないで塾の授業が受けられるような形態をとりたいというふうに思っております。

３つ目は、いよいよ平成27年度からの小中一貫校に向けた取り組みといたしまして、各学
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校間の連携教育の推進を進めていきたいというふうに考えております。

本年度、24年度におきましても中学校英語科の先生が小学校の週１時間の英語活動の時間

においでいただきまして、実践活動をしていただいておりますけれども、それから、今現在、

保育園に小学校の先生が出向いて、実用教育、姿勢を正す、実用教育や平仮名、漢字、鉛筆

の持ち方など、そういう指導も行っているところでございますが、25年度はさらに文科省の

英語の研究指定も受けましたので、英語科を軸とした小・中、そして青翔高まで含んだ小・

中・高の連携を進めていきたいというふうに思っております。

それから、25年度統合を見越しまして、２つの小学校、それから２つの中学校の足並みを

そろえた合同行事の実施、それから、同じような体験活動等々のそういう調整を行っていき

たいというふうに思っておりますし、一層保育園、小学校、中学校、それから青翔高校、子

供たち、それから先生、全てを含んだそういう連携活動を進めてまいりたいというふうに考

えているところでございます。

最後になりますが、24年度は体育のコーディネーターということで職員を配置し、本町の

子供たちの体力向上に取り組んでまいりました。いよいよ25年度からは24年度の取り組みを

ベースとして、子供たちが体力向上に取り組むような、そういう仕掛けを各学校、それから

教育委員会で行っていきたいというふうに思っています。

体力は、基本的にいうと歩く、そして走るという基本的な動作をもって子供たちの体力を

つけ、そしてもう１つの言葉ですね、耐える力を育成し、そして学力向上に結びつけること

ができたらというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

渡辺一夫議員の御質問にお答えしたいと思います。

今、教育長がるる本当に具体的に将来にわたって、それから特に27年度の小中一貫校に対

してのこれからのやるべきことを全て言ってくれました。ただ、今、教育長が答弁しました

ことが、すぐ、じゃ、きょうやったからあしたに、来年に成果として出てくるものではござ

いません。このことをいかに継続して、子供たちに本当にこんなに学校って楽しいんだ、そ

れから家庭の皆さんには、家庭の皆さんなりの向学心をつけていただく、そのような作業を
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行政サイドとしても同時並行としてやらせていただきたいと考えておりますので、議会のほ

うでもぜひ御協力いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（岩下孝嗣君）

渡辺一夫君。

○６番（渡辺一夫君）

今、教育長の答弁の中にもありましたように、子供たちの学ぶ力、学ぼうとする力、学ん

で得た力を育成する上で、義務教育の果たす役割は大きく、教育行政の推進に資する長期展

望の構築が必要だと思っております。

また、教育は家庭の教えで芽を伸ばし、学校の教えで花開き、地域の教えで実を結ぶと言

われております。教育長の答弁の中で、英語教育に力を入れてあるということがよくわかり

ましたけど、やはり私たちも時々海外に出ていきますと、その言葉の通じない不自由さがよ

くわかります。そういうこともありますので、ぜひ子供たちにはしっかりと英語教育をされ

ておいてください。

次に、玄海町の産業育成について質問いたします。

玄海町には農業を中心に漁業、商業と産業が形成されていますが、特に漁業においては昔

の面影はなく、漁船漁業については明るい材料が見られません。魚の価格は上がらず、上が

るのは燃料の油代や漁労資材など、何かにつけて出費がかさんできています。

そこで、このままでは、ますます落ち込んでいくのではと何とかしなくてはいけないとい

う考えから、漁協に水産加工部会を立ち上げ、いろいろな検討を始めました。検討する中で

考えましたけど、何の仕事でも一緒ですけど、まず資金が一番問題になります。どのような

資金助成があるのか。まず考えたのが玄海町元気１・２・３産業振興資金、これは、町長の

肝いりで設置されたと思います。私は、まず佐賀県信漁連に出向いて「玄海町の元気１・

２・３産業資金を借りたい。事業としてはこういうことをやります」と言いますと、まず

「無理です」と返事されました。「玄海町の融資要綱を読んでください」と。

そこで、要綱の第４条を読んでみますと、町内に住所を有し、農業、漁業、商業を経営す

る個人、または法人、そして１年以上経営をしている者なのです。つまり、新規に企業する

人はだめであって、グループとか協業化の経営ではだめなのです。私は、やはり今から先の

農業、漁業は協業化して、仲間とともに励まし合って頑張っていくしかないと思っておりま

す。
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第四次玄海町総合計画の第３章「恵まれた資源を生かす活力育むまちづくり」の中で、起

業家の育成と支援を進めますとして新産業創造のビジネスを起業するため必要な起業家の育

成や支援体制を確立しますとあります。町長、元気１・２・３産業振興資金の第４条の要綱

の改正を考えることはできないのか、後で答弁を願います。

今、玄海町では九州大学と共同で薬草の栽培が研究をされています。大分成果が上がって

いると伺いました。次は、生産者がどのようにして薬草を栽培して生産に結びつけていくか

なのです。私は、やはり個人に取り組むのは大変だと思います。仲間数人で協業化して、お

互いに励まし合って生産ができるまで努力してもらいたい。そのとき、行政はどのような応

援、支援ができるのか、今の玄海町の制度では何もできません。

何かないかと調べてみました。産業立地奨励措置として企業立地奨励金があります。これ

は、事業を行うために取得した土地及び家屋及び償却資産にかかる固定資産税相当額を向こ

う５年間交付されます。要件が町内に居住する者の３人以上の新規雇用と投下固定資産総額

が20,000千円以上であること。雇用促進奨励金もあります。新規雇用した者１人につき500

千円を１回交付されます。限度額は20人分10,000千円、要件として事業開始以前から町内に

居住している者を３人以上の新規雇用が１年以上継続して雇用していることとなっています。

町民の皆さんが仲間と共同で起業をしようというときには、なかなか要件が満たしません。

もう１つあります。玄海町まちづくり活性化促進事業補助金、この交付要綱の中で第２条

の２まちづくり推進事業として、特産品の開発、地場産業の育成及び販路拡大に関する事業

です。しかし、縛りがありました。第３条の２で玄海町からほかの制度による補助金などを

受けている人は該当しませんと、なかなか新しく起業する人には向いていません。

このようなことを踏まえ、ここはやはり産業振興課の出番です。産業振興課の中に特産品

の開発や地場産業の育成など、企業を行っていく人たちや仲間には何らかの応援、助成制度

が必要だと思います。そうしないと、先に申しました薬草栽培の話でも、いま一歩踏み出せ

ないのではないでしょうか。

町長にお伺いいたしますが、ここはひとつ町長も勇気と英断を持って、特産品開発奨励金

とか地場産業育成奨励金のような制度をぜひ創設していただきたいと思いますが、町長の考

えをお聞かせください。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。
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○町長（岸本英雄君）

これは県内における例ですけれども、企業、創業に対する支援としては、佐賀県が実施す

る独立創業のための制度融資、日本政策金融公庫が実施をする起業家支援金という融資制度

があります。または、佐賀労働局が実施をする地域再生中小企業創業助成金といったものも

ございます。しかし、県内の自治体で実は中小企業を対象とした融資制度や借入金の利子補

給制度はありますけれども、起業家支援の助成補助は実際現時点では県内の自治体ではやっ

ているところはありません。

本町としましては、新たな雇用創出、雇用機会の拡大と産業の振興を図って、町内経済の

活性化を目的として玄海町産業立地促進条例を、先ほどこれは議員御指摘をいただいたよう

に制定をしております。町内において新設、増設及び移転する企業に対して、企業立地奨励

金並びに雇用促進奨励金を交付することができるようにしております。奨励金の交付要件と

しては、雇用促進奨励金は町内居住の３人以上の新規雇用があることですので、起業家に対

しても十分に対応できる制度であるというふうには考えております。ただし、今後も今、議

員が御指摘をいただいたような部分を踏まえて考えてみますと、もっともっとやはり起業家、

特にベンチャー企業に対しての奨励ということについて、実は私どもも深く詰めてきており

ませんでした。その反省も踏まえながら、今後も調査研究を行って、起業家に対して的確な

助成、補助が行えるような検討をしなければいけないということを考えております。

それから、まちづくり活性化促進事業補助金のお話しもしていただきました。この補助金

は、住民の皆さんが自主的に行う事業に対して、予算の範囲内で交付するものとして、平成

５年より延べ94件、57,000千円を交付いたしております。

補助の対象でございますけれども、町内に１年以上在住している人、町内の事業所に勤務

し、その代表者が推薦する人、主に町民５人以上の団体のいずれかの要件を満たす場合が補

助の対象ということにはなっております。ただし、これも議員御指摘あったように、玄海町

から他の制度による補助金等を受けている団体は対象外というふうに規定をいたしておりま

す。なぜならば、その活動に対して玄海町は補助金を既に交付をさせていただいております

ので、その補助金の中で取り組みをしていただくのが妥当だというふうに考えておりますが、

このことにつきましては、まちづくり活性化促進委員会で、今議員御指摘をいただいたよう

な部分を踏まえて、一度協議をさせていただきたいというふうに考えておるところでござい

ます。
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○議長（岩下孝嗣君）

渡辺一夫君。

○６番（渡辺一夫君）

今、町長が答弁をされましたけど、玄海町にあるいろいろなそういう起業促進のための施

策は、私も全部見ました。だけど、やはり今少し言いましたけど、薬草栽培を今から先にこ

れは広めていかなければなりません。そのために、町としてやはり応援してやらんと、多分

つくっても日当もなかばいと言われる立場の農家にとっては、なかなか進んでいかないので

はないでしょうか。その点のところをもう一回、薬草栽培を普及していくための施策の考え

を町長にもう一回お願いします。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今、薬草園の栽培する産物の取り扱いがえといいますか、いったような部分で、農家の皆

さんに今議員が御指摘をいただいたような形で助成ができるような、そんな支援を、ぜひ私

どもとしてはもう一回産業振興課としっかりと協議をして、それが本当に全体的にできるの

かどうか、それから、もう１つは全く新しい、本当に新しい起業家にとって、どういう助成

をするのが一番その人にとっていいことなのか、大きく育っていけることになるのか、十分

にそのところを把握しながら、そういう起業支援、起業助成という制度を今後しっかりと産

業振興課と踏まえて考えていきたいと思っておりますので。ただ、今ここでちょっと具体的

にこうするというふうには申し上げられませんけれども、その点については御理解をいただ

きながら協議をさせていただくということで御理解をいただきたいと思います。

○議長（岩下孝嗣君）

渡辺一夫君。

○６番（渡辺一夫君）

そうです。町長が今答弁されましたように、今後は、やはり何をどのような指標にする形

をつくっていくか、行政として、町長、産業振興課ともにしっかり考えてやってもらいたい

と思います。

次に、観光開発について質問をいたします。

玄海町にはロケーションがよいところがいっぱいあります。浜野浦の棚田にはシーズンに
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なれば多くの人たちがカメラ片手に訪れられます。しかし、いま一つインパクトがありませ

ん。それは、やはり地元にお金が落ちないからだと思っております。ここはひとつ、10年後、

20年後を見据えて、新しく観光開発をしてはどうかということであります。

私が思い描くのは、有浦川右岸約１キロ、1,000メートルを遊歩道を備えた桜並木に開発

したらどうかと思います。桜の木の品種は河津桜というのにすることです。河津桜について

少し説明をいたします。

河津桜とは、静岡県賀茂郡河津町で毎年３月上旬に満開になるピンク色の桜です。この桜

は、ソメイヨシノのようにぱっと咲いてぱっと散る桜ではありません。伊豆の温暖な気候と

早咲きの特色を生かし、毎年２月上旬から開花し始め、約１カ月を経て満開になります。こ

の桜は、早咲きの種類に分類され、開花の過程を楽しめ、さらに満開を長く維持できる特徴

もあります。河津町桜まつりも数年前までは無名だったそうですが、ここ数年で全国に浸透

し、現在では150万人から200万人の観光客がイベントに参加されるようになっております。

私は、この桜の木の植樹を記念樹として町内、県内はもとより、全国の人に植えてもらい、

そして、その記念の銘板を玄海町の石工さんたちの手によって作成してもらうことにいたし

ます。一生、いや、何代も残ることになるので、桜の季節ともなれば、子供や孫、ひ孫さん

たちまで見学に訪れて、昔話に花を咲かせるのではないでしょうか。

これらのことを実現して、10年後、20年後、30年後の有浦川の景色を想像してみてくださ

い。何百、何千本の河津桜が有浦川から山沿いに、そして川面一面までもピンク色に染めて、

何万人もの人が楽しく語らいながら散歩する。想像しただけでもうれしくなるではありませ

んか。町長の将来への投資として、ぜひ実現してほしいと思います。

このような観光開発は、町長はどのように思っておられるのか、お尋ねします。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

渡辺議員さんの玄海町の新たな観光として、観光資源として、いろんなものを考えてみて

はどうかと、特にその中で今桜のお話をしていただきました。

本町の新たな観光資源として、有浦川河口の右岸、これは実は北側になりますけれども、

その約１キロメートルを桜並木の遊歩道に整備してはというふうな提案だというふうにお聞

きをしました。実際、その場所が現在どのような状況にあるか、現地を見てみますと、実は、
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御提案の範囲は上流側が町道宇田原線との境から河口側が金の手橋そばの宅地までの約１キ

ロ程度になるわけでございます。その区間には、これは地籍簿上ですけれども、河川に沿っ

て約１メーター幅の里道が通っていまして、終点の宅地まで続き、町道との接続はなく、現

状では通り抜けができない状況にございます。上流側から杉やヒノキなどの山林を通ってい

きますと、耕作中の水田沿いを通ることになります。その先は耕作放棄の水田で、ヨシやカ

ヤなどが生い茂り、通り抜けが困難な状況にあります。その先から終点まで林野化しており、

雑木や竹に覆われて里道の区別がつかず、途中には山水の流れや湿地帯も点在をしており、

また落石が立木の根本までとどまっている箇所も数カ所見受けられます。

以上のような状況にございますことから、遊歩道の整備となりますと、上流川は用地買収

くらいで余り手はかからず施工できるというふうには思いますけれども、下流域になります

と、まず歩道の新設から排水対策、落石防止対策、宅地付近の取りつけ道路設置など、大が

かりな工事になることが予想をされます。議員御提案の静岡県の河津町のような桜並木をお

考えのようでございますけれども、河川沿いに植樹された堤防のことを俗に桜堤防と称する

ようでございます。

特に、ソメイヨシノ等は各地域で住民や観光客に親しまれている名所も多くあるようでご

ざいます。ところが、最近になってこの桜堤防の堤防機能に与える影響が心配をされており

まして、老朽化した樹木の根が腐食して、堤体内部を空洞化させる緩い土質が形成されて、

漏水や崩壊の原因となっていると考えられるようになりまして、樹木が風にあおられて石積

みを覆った根が動くことで堤防の崩壊に結びつくことがあると報告も実際あっているようで

ございます。

このように、桜堤防の安全性から考えますと、桜を植林するにしましても、山側の河川か

らある程度離した位置に植える必要がありますし、場所によっては岩場ばかりで植林が難し

いと思われる箇所が下流側には集中している状況にございます。このような状況下でも施工

は不可能ではございません。ただ、有浦川については、今後大規模な河川改修事業が想定さ

れますことと、有徳小学校の移転もございますことから、それ以降の検討課題になってくる

というふうにこの部分では考えております。

将来、有浦川の河川を利用した観光開発を展望した御提案と思われますので、現実には関

係機関、団体とも協議、検討を重ねてまいりたいと思っているところでございます。

と同時に、あの有浦川河畔を起点にして、実は次世代エネルギーパークまでの路線が今後
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いろんな形で開発箇所として、観光の一つの拠点として、それぞれに計画をしていく、いい

きっかけになるのではないかというふうにも私は考えております。

いずれにしましても、それぞれ検討していきたいと思っておりますので、いろいろ御教示

いただきますようお願い申し上げます。

○議長（岩下孝嗣君）

渡辺一夫君。

○６番（渡辺一夫君）

今回は、教育問題、産業育成、そして観光開発について質問しました。

行政の政策は玄海町総合計画に基づいて実施されていると思います。しかし、この総合計

画を見ますと、どこにも生徒の学力向上を目指すというものはありません。学校だから学力

向上を目指すのは当たり前かもしれませんが、何にでも目標や指針が必要と思います。そし

て、玄海町の産業振興の支援、薬草栽培のための農家への支援、この先、どのように行って

いくのか、また、有浦川の観光開発などが進んで、初めて町長が申される原子力発電所の町

から発電所もある町へと変わっていくのではないでしょうか。

最後に、いま一度町長に答弁を求めて質問を終わります。どうもありがとうございました。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

教育については、本当に学力向上を目指していくという、一つの目標をしっかりと教育委

員会だけではなくて、町民みんなが持って子供たちに接することも非常に大事なことではな

いかと思っておりますし、今、議員御指摘をいただいたような町中が家族になって、子供た

ちをしっかりと教育していくという心意気で今後も教育長に進めていっていただきたいとい

うふうに考えております。

それから、産業については、特にきょう渡辺議員から御指摘をいただいたような、何が一

体一番町民の皆さんに手助けになるのかということを、しっかりともう一回関係各課で協議

をして、こういう方法があるんじゃないか、ああいう方法があるんじゃないかということを

きちんとすり合わせをして、やはり的確な支援をしていくような役所でありたいというふう

に私は思っておりますし、特に議員御指摘いただいたように、不景気の状況からまだ地方は

抜け出しておりません。この部分をどうやって今後この地方にとって回復していくひとつの
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起爆にしていくのか、そこのところも踏まえながら、特に融資制度も含めて、ぜひ町民の皆

さんに喜んでいただけるような施策を今後も打たせていただきたいと思いますので、今後も

ぜひさらなる御助言をいただきますようお願いを申し上げます。

○議長（岩下孝嗣君）

以上で渡辺一夫君の一般質問を終わります。

暫時休憩いたします。20分から再開します。

午前10時８分 休憩

午前10時20分 再開

○議長（岩下孝嗣君）

休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。１番山口定君。

○１番（山口 定君）

ただいま許可をいただきましたので、通告に従い質問いたします。

１番目に玄海町の観光と環境整備について、２番目に玄海町の安全なまちづくりについて、

初めに、玄海町の観光と環境整備についてお尋ねをいたします。

東日本大震災が起きてから、きょうでちょうど丸２年になります。津波による犠牲者の方

が１万5,881人、行方不明者の方が2,668人と報告がなされております。いまだに避難生活を

されている方は大勢おられ、放射能汚染による故郷に帰れない人も大勢おられます。除染作

業も思うように進まず、帰りたくても帰れない人もたくさんおられます。被災者の方々の気

持ちを思うと、心が痛みます。まだまだ復興対策も十分でなく、復旧作業も進んでいません。

この先どうやって生活をしていかれるのか、大変大きな問題だと思っております。国による

一日も早い復興支援が望まれます。

また、汚染で最近問題化されているのが、大気汚染、微小粒子状物質ＰＭ2.5で、環境省

の基準値は、１日平均濃度が35マイクログラム、これの２倍に当たる70マイクログラムを超

える場合は、注意喚起をする指針を環境省が発表されています。熊本県では、今月の５日午

前、ＰＭ2.5の濃度が基準値を超えたため、ホームページなどで県下全域に外出を控えるよ

う環境省が示した指針に沿った注意喚起が全国で初めて出されております。

佐賀県では、佐賀市、鳥栖市、武雄市、唐津市の４カ所で観測がされています。暫定指針

値を超過すると予想される場合は、県のホームページに掲載するほか、県内全域に注意喚起
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をすると言われています。日によっては、環境基準超過は各市でありますが、注意喚起まで

には至っておりません。今のところ、健康な人には大きな影響はないと言われますが、呼吸

器系や循環器系に疾患がある人、幼児、高齢者の方は体調に応じて慎重に行動をするように

と言われています。早目の対策が必要かと思います。こういったことから、今は何が起きる

かわかりませんが、できる限りの防災への備えはしっかりしておくべきかと思います。

初めに、玄海町の観光と対策について、現状の取り組みはどのようになっているのか、町

長にお尋ねをいたします。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

山口定議員の質問にお答えしたいと思います。

玄海町の観光と対策についてということでありましたので、ただ、観光については国の問

題もございますので、国においては平成18年12月、観光立国推進基本法というのが制定をさ

れて、平成19年６月に観光立国推進基本計画を閣議決定いたしておるところです。また、平

成20年10月１日には、観光行政の責任を有する組織を明確化するため、観光庁が発足された

ところでございます。さらに、近年の情勢の変化を踏まえて、国民経済の発展、国民生活の

安定向上及び国際相互理解の増進を図るため、平成24年３月30日に新たな観光立国推進基本

計画が閣議決定されております。佐賀県におきましては、佐賀おもてなしプロジェクトを立

ち上げて中国、韓国、台湾、香港といった東アジアからの観光客の誘致を念頭に置いた観光

案内の多言語化や公共交通機関の充実が図られており、今や佐賀空港は九州をめぐるツアー

の発着点になっております。

御質問の玄海町の観光と対策についてでございますが、本町の主な観光施設であります玄

海エネルギーパーク、海上温泉パレア、浜野浦の棚田を中心に集客を行い、シーズンを通し

たイベントを開催し、玄海町の魅力を発信しておるところでございます。玄海町の自然豊か

で風光明媚な景観と、本町が誇る農畜水産物を使った大変おいしい料理などを生かした観光

施設の推進を図っておりますが、新たな対策としましては平成24年度の事業として、福岡市、

糸島市、壱岐市、唐津市及び玄海町で組織をする玄海灘観光圏においてアイデアを出し合い、

各地特色ある観光商品開発を行い、体験プログラムを実施したところでございます。本町の

プログラムとして、磯遊び体験と漁師料理、写真家が指導する浜野浦の棚田撮影会、薬草と
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ハーブの薬膳料理バイキングの３商品を参加者の皆様に玄海町の新しい魅力として体験して

いただきました。

また、玄海町合宿等誘致補助制度を昨年10月に創設し、スポーツ、文化の交流の場として

本町の施設を利用し、町内の宿泊施設等においては原子力発電所の稼働停止により地域経済

が落ち込んでいる中、一定の効果も得られているものというふうに思っております。本町を

訪れたお客様からは、おもてなしとおいしい料理に大変満足されたということを伺っており

ます。

このように、従来ある観光資源やイベント等を活用しつつ、今後も新たな玄海町の魅力を

発掘し、唐津市観光協会、玄海町地域振興会など、関係団体ともアイデアを出し合いながら、

多くの方に訪れていただいて、楽しんでいただけるように情報を発信していきたいと考えて

いるところでございます。

○議長（岩下孝嗣君）

山口定君。

○１番（山口 定君）

ただいま答弁の中で、平成20年10月１日に観光庁が発足、24年３月30日に観光立国推進基

本計画が閣議決定をなされております。玄海町の観光施設は、玄海エネルギーパーク、海上

温泉パレア、浜野浦の棚田、佐賀おもてなしプロジェクトで佐賀空港は海外へと観光を広め

ているということでございますけれども、これは私も調べておりました。

玄海町での主な観光地は、九州電力の玄海エネルギーパーク、海上温泉パレア、浜野浦棚

田を中心に集客を行うということでございますけれども、観光客の把握はできているのでし

ょうか。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

各自治体は毎年、国の共通基準に基づいて、県に対して観光統計として観光地点の入り込

み客数を報告しております。玄海町の平成23年の観光客数は38万9,000人で、過去３年間で

は平成21年が39万9,000人、平成22年が40万6,000人で最近は40万人前後で推移をしておりま

して、平成23年は福島原発事故の影響もあってか、玄海エネルギーパークの入り込み数が対

前年比約２万8,000人の減となっております。
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ちなみに、この10年間の入り込み客数では、平成16年の47万人をピークに、21年、22年に

若干盛り返したものの、全体的には減少傾向となっております。これらの統計は、佐賀県の

ホームページでも市町村別観光客の推移として公開してありますので、御確認いただけると

いうふうに思っております。

○議長（岩下孝嗣君）

山口定君。

○１番（山口 定君）

今、町長のほうから遂行調査で23年は39万8,000人、22年が40万6,000人ということを言わ

れましたけれども、私も資料を持っておりますので、ここは調べておりましたけれども。

次に、観光動向調査ということで今答弁がございましたので、そこも含めて質問いたしま

す。

資料によりますと、観光動向調査は、玄海エネルギーパーク、海上温泉パレアと釣りセン

ターとその他のイベント等となっております。浜野浦の棚田または共同薬草研究所について

は載っていないようですが、動向調査はされているのか、お聞きをいたします。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今、山口議員御指摘をいただいたように、玄海エネルギーパーク、玄海町福祉センターパ

レア、それから仮屋の遊漁センター、それから釣りセンター玄海、この４つの項目が具体的

な数字を入れていただいて、あとは実はその他で、この動向調査の中に数値として入ってお

りますので、ただし、棚田とかイベントが非常に少人数の場合も、実はここに一緒になって

その他で入れさせていただいて、トータルで先ほど申し上げましたように、23年度は38万

9,000人という数字になっておるところでございます。

○議長（岩下孝嗣君）

山口定君。

○１番（山口 定君）

ということは、浜野浦の棚田ということにつきましては、人数的にははっきりしたことは

わからないということですね。

それで、観光地といいますと、今、藤ノ平ダム周辺の公園や轟木の滝、そういったところ
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がございます。轟木の滝にしましては、ここは蛍の時期にはたくさんの方がお見えになって

おります。私も何年か続けて行ったわけですけれども、非常にたくさんの蛍が飛んで、その

時期には町外の方も行かれておりました。

それで、せっかくあそこは、あれだけ金を使って歩道あたりを整備されております。入り

口が、看板がよくわからないとですよね。それで、看板あたりはしっかり立ててアピールを

していってもらいたいと思っておるわけでございますけれども、今、工事中で行けないとい

うところでもありますけれども、非常にいいところでございますので、そういうところはど

んどん公表して、皆さんが行けるようにしていただきたい。

また、パレアにつきましては、ほとんどの方が町内の方じゃないかと思われますが、町外

の方はどのくらい来ておられるのか、把握できておるでしょうか。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

大変申しわけありません。町内、町外の区別を、実は観光客数の推移の中に入れておりま

せん。それでちょっと明確にはわかりませんが、町外の方が多いということは一応、我々と

してはそのように考えながら作業はさせていただいているところです。

それから、そういった意味で町内における相乗効果みたいなものを考えてみますと、非常

に明確に、今も明確に答えておりませんけれども、町内商業者の手ごたえとしては観光客に

よる集客は余り伸びてはいないという感覚のようであるということはわかってございます。

しかしながら、テレビ番組の秘境のお食事処で紹介をされた町内の飲食店は、県内外から

予約の電話が殺到したというような報告もございます。また、これまで原発関係作業員が大

半を占めていた町内の宿泊施設では、合宿等誘致事業の効果によって一般宿泊客がふえてき

たというふうに伺ってはおります。宿泊とあわせた昼食の弁当のセットの注文とか、それか

ら、あるいは夕方以降も各団体の懇親会、交流会の会場として飲食店や宿泊施設がにぎわい

を見せ始めているという声が多少は聞こえるようになってまいりました。それからすれば、

町内の方の数も結構この中に入っているのかもしれません。非常に明確に答えになりません

けれども、御理解いただきたいと思います。

○議長（岩下孝嗣君）

山口定君。
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○１番（山口 定君）

パレアについての利用状況でございますけれども、23年には10万4,114人が入場されてお

るということでございますけれども、今の答弁では町外者の方が多いということで、御理解

をしていいわけですね。

私が言っていることは、観光客の実態をしっかり把握をされまして、対応、対策を計画し

ていくべきではないかと思っているわけでございます。

パレアには指定管理者もございます。浜野浦の棚田には直売所もございます。その人たち

と協力をして、独自で調査をしないと観光に対しての対応ができないのではないかと思って

いるわけですけれども、その点どうでしょうか。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

パレアについては、今、山口議員御指摘をいただいたとおりかと思いますが、例えば、浜

野浦の棚田ですとか、それから、先ほど御指摘をいただいた轟木の滝ですとか、藤ノ平の水

源地の水資源公園ですとか、こういったところについては、非常に把握が大変難しゅうござ

います。そういった意味で、そこに１人ずつ把握者をつけておくわけにはいきませんので、

実は車の動向調査ですとか、それから、全体的なそういったパレアですとかエネルギーパー

クに入られた方に一定のアンケートをとりながら、観光客の把握を図る作業というのは、私

は今後続けていかなければいけないし、そういったものを参考にしながら、将来の観光産業

といいますか、観光業に助成できるような形のものにしていきたいというふうに、現時点で

は考えております。

○議長（岩下孝嗣君）

山口定君。

○１番（山口 定君）

次に、観光客の相乗効果ということで通告をしておりましたけれども、先ほど町長のほう

から、そこまでつなげての答弁がございました。

相乗効果についてということでございますけれども、今、答弁の中で町内業者は観光客の

集客は余りないということでございました。町長は、いつも言われますように、観光客が町

なかへと話をされますが、観光客が玄海町にどのくらい影響があるのか、調査をされたこと
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はありますでしょうか。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

先ほど答弁しましたように、入り込み客数の数値としては、県に報告をいたしております

ので、その数字は先ほどから答弁していますような数値として入り込み客数で公表をさせて

いただいております。ただし、これも実は私ども玄海町にしても、佐賀県にしても、お隣の

福岡県、長崎県にしても、少しずつやはり調査の方法が違っておる部分もあります。ですか

ら、これは非常に正確だとは私は言いづらいのではないかなというふうに思っておりますし、

今後、次世代エネルギーパーク、私どもがやる次世代エネルギーパークのオープンも予定し

ておりますので、多くの来場者を見込んで、それらの方々にもいろんな食材を使っておもて

なしを行うことで、いろんな連携ができて、そして、新たにまた、ここに新しい観光客を私

は生み出すことを考えていけば、過去47万人が最高であった玄海町の入り込み客数ですけれ

ども、私は50万人を超える入り込み客数を今後は考えていくように設定をしていかなければ

いけないのではないかというふうに考えております。

○議長（岩下孝嗣君）

山口定君。

○１番（山口 定君）

今、50万人以上の観光客をということでございます。観光客の滞留時間と玄海町の波及効

果が出るように、しっかり実態調査をして、せっかく40万人もの観光客が来ているわけでご

ざいます。無駄にしないように、そういうこともしっかり考えてやっていただきたいと。

次に、新たな観光地の考えと環境の整備の考えについて。これは、先ほど渡辺議員のほう

からも質問があっておりましたけれども、異なるかと思いますけれども、答弁をお願いしま

す。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

国内の観光ニーズというのは、団体旅行を中心とした名所旧跡訪問型、それから、親睦旅

行型から個人を中心とした自己充実型へと大きく変化をしてきているように思います。また、
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その目的もふだんと異なる生活体験や食体験、環境保全活動、教育など多様化してきており

ます。こうした変化に対応するために、自然、歴史、文化、特産品など固有のすばらしい地

域資源を生かしていかなければなりません。そのためには、地域の人々が協力して、それら

を揺り起こして地域ブランドとして磨きをかけて、地域の外部に発信していくための取り組

みが求められております。

近年では、インターネットを初めとするＩＴの急速な進歩によって、多くの地域がホーム

ページや携帯電話などを利用して、観光情報を発信しています。こうしたＩＴを活用した方

法は、広範囲の人々に情報発信を行うためには効果的でございます。しかし、あわせて地域

を訪れた人々の口コミや都市との交流などを直接に、人と人が接する機会を活用した情報発

信も重要ということになります。そのような取り組みを現在行っているのが唐津観光協会で

実施している修学旅行の体験民泊で、地域住民と来訪者の双方が感動や幸せを共有すること

ができるとともに、地域活性化にも貢献できる新しい観光の創造だというふうに思っており

ます。

今後も、この体験民泊や玄界灘観光圏事業として開発した体験プログラム商品のように、

地域住民が主役になって、地域住民が誇りを持つことができる地域の第１次産業や文化を継

承する幅広い資源や人材が連携をして、体験型観光の体制と仕組みづくりを進めていきたい

というふうに考えているところでございます。

○議長（岩下孝嗣君）

山口定君。

○１番（山口 定君）

最近では、インターネットの活用は現在では不可欠でございます。今年度の体験民泊は好

調だったと思います。体験型も地域の産業育成につながると思います。観光をするには、環

境整備が大変大事になってくると思います。地域や生産農家と協議をして、今後進めていた

だきたいと思いますが、そのような考えはないでしょうか。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

先ほど山口議員の御質問にもお答えしましたように、地域連携は必ず私は前提条件のよう

に必要だというふうに思っておりますし、先ほど渡辺議員さんにもお答えしましたように、
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地域の皆さんが一緒になって何か、例えば、新しい発案を出して、ここをこう開発してみよ

うとか、そういったものを引き出す実は窓口を、私は役場の中につくってもいいのかなとい

うふうに考えております。

そういう意味からしますと、ぜひ今、議員が御指摘をいただいたように、何か新しいもの、

例えば、エネルギーパークとパレアと浜野浦の棚田だけでは、やっぱり観光的には１日玄海

町にいてもらえない、１日以上、いや、どうしても玄海町に泊まりたいと皆さんが思っても

らえるような、そういったものも今後ぜひ検討しながら、新たな知恵を出して、新たな観光

対策を協議していきたいと考えているところでございます。

○議長（岩下孝嗣君）

山口定君。

○１番（山口 定君）

玄海町では、浜野浦の棚田は日本百選にも入っております。田植え前の時期につきまして

は、たくさんのカメラマンの方が来ておられます。時期を過ぎれば、恋人の聖地として観光

客が来ておりますが、先ほど渡辺議員が桜並木ということで言われましたけれども、季節以

外に棚田にコスモスとかヒマワリ等なんかを植えられて、これは当然、地権者と話をしなけ

ればいけないと思っておりますが、町も協力をして、観光客の誘致に努めてはどうかと思っ

ております。

玄海町では、中山間地でコスモスやヒマワリを植えている地区があります。これは、棚田

組合、または個人的にも植えてあるところがございますけれども、ケーブルテレビでも紹介

をされていました。行政も一緒になって、こういうヒマワリとかコスモスとか、ほかに何で

もいいわけでございますけれども、季節に観光客がたくさん訪れるように考えられたらどう

でしょうか。例を言いますと、北海道の夕張市ですね、あそこが再建団体ですが、幸せの桜

ともみじ、夕張プロジェクト計画を平成19年度から23年度までに、桜、もみじを合わせて２

万本の計画で観光地としての計画を進められております。これは(株)ニトリからの提供とい

うことでございますけれども、玄海町にも棚田の大薗の山とか、有浦の山などに、先ほど言

われましたように桜やもみじを植えて四季折々に花見、紅葉ができるような計画はできない

でしょうか。また、人が集まる、何かをすれば地元も活性化をいたしまして、雇用も生まれ

るんじゃないかと思います。そういうことで、そういった考えを先ほど聞きましたけれども、

そういう考えを持ってやっていただきたい。
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それと、もう１つ例に挙げますと、青森県の田舎館村ですかね、これは田んぼアートとい

うことで、平成５年から20年間されております。2012年の第１アートには12万3,215人が訪

れておられます。昨年につきましては15万3,753人、第２アートには10万3,960人が訪れられ

ております。これは、有料でございまして、大人の方は第１、第２アート見学で300円、個

別の方で200円、子供は100円と見学料を取られております。この収入が年間30,000千円を超

えております。全国に田んぼのアートは100以上ありますが、玄海町でも何らかの取り組み

をしてはいかがでしょうか。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

浜野浦の棚田のことでありますけれども、これは、私もきょう発言をいたしておりません

けれども、2015年、全国棚田サミットを私ども玄海町で開催をさせていただきます。これに

は結構大勢の方がお見えいただけるのではないかという期待感を持って、私どもしっかりと

したおもてなしをして、玄海町のイメージを残してもらわないかんなというふうに考えてお

ります。

その折にも含めて、きょう、先ほどは渡辺議員さんも、そして今、山口議員さんもおっし

ゃっていただいたとおり、桜は玄海町の町花でございます。この桜をもう少しやはり利用し

て、きちんとした有浦河畔も含めて、それから、いろんな路線に私は桜を植えていくという

一つの方法としてはありではないかというふうに思っておりますし、今、指摘をいただいた

ように、よそでもやっておりますけれども、日本人の心にどうも桜は入りやすいという期待

感は実はございます。

そういったことも踏まえて、人の心を和ませてくれる上に、しかも玄海町にとっては町花

である桜を、私はもう少し大事にしていくという一つの観光資源として、今後、そういった

作業も企画課、それから産業振興課とは協議をしてまいりたいと考えておりますので、ぜひ、

ほかにもいろんな考えがございましたら、私どもに直接お伝えをいただきますようにお願い

を申し上げます。ただ、我々もそのように、人がたくさん来てくれるよう努力をしていきた

いと考えております。

○議長（岩下孝嗣君）

山口定君。
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○１番（山口 定君）

ぜひそういうことでやっていただきたいと思っております。

次に、玄海町の安全なまちづくりについてということで、これは総合計画の中にも載って

おりましたけれども、安全なまちづくりとしての対策についてお尋ねをいたします。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

安全なまちづくりとしての対策についてお答えしたいと思います。

まず最初に、第４次玄海町総合計画、それから、後期基本計画における安全・安心なまち

づくりについての御説明から始めさせていただきたいと思います。

後期基本計画には５つの基本目標がございますが、その最初に「美しい自然とふれあう安

全で快適なまちづくり」という目標を掲げております。計画策定に当たっての町民アンケー

トでは、命と財産を守るまちづくりを目指すという質問への回答として、「今のままでよ

い」、「十分満足」が39.8％、「もっと力を入れてほしい」が53.6％と、命と財産を守るま

ちづくりへの要望が高いという様子がうかがえます。

なお、このアンケートは、東日本大震災以前のものでありまして、大震災以降、さらなる

要望の高まりが想像できると思っております。その要望に応えるべく、４つの基本施策を実

施させていただいております。まず、１つ目が災害を未然に防ぐ体制の整備。２つ目が災害

情報の共有を進め、安全を確保する。３つ目が、災害時にすぐに対応できる活動要因の確保

と訓練。４つ目が、安全・安心なまちづくりの推進でございます。具体的な事業としまして

は、地域防災計画に基づく取り組みの実施、河川護岸の整備や橋梁の耐震化、災害情報提供

体制の充実、災害時要援護者対策、消防団組織の強化、自主防災意識の向上啓発、小中学校

における安全計画の見直し、災害パトロールや防犯パトロールの実施、防犯灯の設置等と多

岐にわたる事業が進捗中でございます。

個々の事業についての御説明は時間の都合上、割愛をさせていただきますけれども、今年

度、玄海町において町内全域を対象とした詳細な防災ハザードマップ作成を進めております

ので、紹介をさせていただきたいと思います。

今までにも玄海町には防災マップがございましたが、これは土砂災害、いわゆる砂防のみ

を記載した防災マップであり、縮尺が１万分の１ということもあって、１枚の紙に町内全域
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を掲載している都合上、いざ自分が住んでいる地区を見ようとしても、大まかな情報しか見

ることができないものでございました。

今回、作成を進めております防災ハザードマップにつきましては、防災に関する基本情報、

洪水、土砂災害、高潮、津波、地震、火災、原子力防災、避難所一覧など複数の災害に対応

した情報を掲載した総合的な防災冊子になる予定でございます。防災ハザードマップを全て

の御家庭に配付する一番の大きな目的は、自分が住んでいる地域、また勤務先や通学路、避

難所の場所や避難経路などを各自で御確認いただき、各自の生活の中にどういった危険性が

あって、災害時にはどのような行動をとるべきなのかを認識していただくことであります。

災害発生時には、もちろん行政として最大限の支援をさせていただく準備は整えております

けれども、被災時、特に災害発生直後の行動が生死を分ける結果につながることもございま

す。各人が自分の防災リスクを認識し、ふだんから家庭や地域で準備をしておく必要がござ

います。その一助としてお役に立てていただきたいということで作成を進めております。作

成に当たりましては気象台を初め、国、佐賀県、玄海町が保有します各種データを基本とは

いたしておりますが、町内の皆様の経験や体験による御意見の反映が不可欠と考えて、地元

への聞き取り調査を全地区３回ほど実施し、特に危険性が高い箇所については現地での検討

も重ねてまいりました。地域の実情に詳しい皆様と一緒になり、防災マップをつくり上げて

いくことでより町民の皆様のお役に立ち、また協議を重ねていく過程で防災意識の向上にも

資することができたと考えております。

現在、防災マップは最終チェックを終え、印刷段階まで進捗しており、玄海町防災会議で

御承認をいただいた後、４月には各御家庭にお届けできる予定でございます。防災、防犯に

よる安全・安全なまちづくりは、これらの取り組みを継続かつ充実していくことで確保され

ると考えております。まずは、町民の皆さんの安全・安心確保を念頭に関係機関と協議を重

ねて、安心して快適に暮らせるまちづくりを目指し、地域ぐるみの防犯対策の推進や減災活

動などに取り組んでまいる所存でございます。御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（岩下孝嗣君）

山口定君。

○１番（山口 定君）

詳しく答弁をいただきまして、具体的な地域防災計画に基づく取り組みをされることはよ

くわかりました。今までは砂防のみということでございますけれども、今回、防災ハザード



- 65 -

マップにつきましては、４月に配付をされるということでございますけれども、通学路や危

険箇所、または避難場所、避難箇所の経路がよくわかるということでございますので、町民

の方も安心して見ることができるんじゃないかと思っております。これも町民の皆さんの安

心・安全につながることだと思っております。

私が聞きたいことは、次に玄海町で防犯カメラの設置についてということで、その点をち

ょっと今度のまちづくりについてということでお聞きしたかったわけでございますけれども、

これは玄海町での防犯カメラの設置についてということでございますけれども、最近ではグ

レーチングや農機具等の盗難があっております。これもたくさんの盗難があったと聞いてお

ります。そういうことで、この点をどのような考えを持っておられるのか、お聞きをいたし

ます。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

防犯カメラの設置についてのお尋ねにお答えしたいと思います。

交通事故や犯罪、あるいは非合法的な行為に対して、町民の生命、財産、それらの行為か

ら守っていくことは警察のみならず、行政に課せられた責務でございます。そのために、可

能な限りの種々の対策を講じていく必要がございます。本町の防犯の推進につきましては、

玄海町防犯推進協議会におきましていろんな議論を交えていただいているところでございま

すが、その中で警察の情報によりますと、昨年、町内で起きた窃盗事件の中で、グレーチン

グや農機具を盗まれるという事件が30件近く発生をいたしております。また、倉庫荒らしも

あったというふうに聞いております。行政放送で注意を呼びかけたりしていますが、人通り

が途絶える時間帯や場所、特に山中等で起きる場合が多く、率直に申しますと、今のところ

有効な対策が見当たらない状況でございます。車両や人通りのあるところでは、防犯灯の設

置がまず考えられますが、どうしても効果に限界がございます。その点、防犯カメラは有効

性が高いと思われますが、設置する場所、経費等々を考えましたときに、調査すべきことが

多々あるのではないかというふうに思っておりますが、平成25年度当初予算では町内２保育

園につきまして、不審者の侵入等の防犯対策として、防犯カメラを各１台設置することで予

算計上をさせていただいております。

今後も玄海町の防犯対策につきましては、玄海町防犯推進協議会及び警察との連携のもと



- 66 -

に、地域住民の防犯に対する意識の向上を図ってまいりたいと考えておりますので、これも

御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（岩下孝嗣君）

山口定君。

○１番（山口 定君）

農機具やグレーチングの盗難については30件近くが発生したということでございますけれ

ども、その内訳についてはわかるでしょうか。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

平成24年12月末現在でございますけれども、町内の窃盗事件、グレーチング盗難が18件、

農機具盗難が８件、倉庫荒らしが３件ということになっております。

○議長（岩下孝嗣君）

山口定君。

○１番（山口 定君）

今、答弁の中でグレーチング盗難が18件、それと農機具、トラクター等が８件、倉庫荒ら

しが３件ということでございました。この窃盗、盗難事件につきましては、まだ犯人あたり

は見つかっておらないということですかね。それはどういうふうですかね。これは、警察と

かなんとかで調べにゃわからんところもありますでしょうけど、わかればですね。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

確かな情報ではありませんが、グレーチングについては一応見つかったと、一部戻ってき

たというふうに伺っておりますけれども、ほかについては済みません、数字的にははっきり

把握をいたしておりません。

○議長（岩下孝嗣君）

山口定君。

○１番（山口 定君）

先ほどの答弁の中で、本年度は２つの保育園に防犯カメラを各１台ずつ設置するというこ
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とでございましたけれども、全国でいろんな事件が発生をいたしております。広島市内では、

昨年の９月、小学６年生の女児が旅行かばんに閉じ込められた事件、また、ことしの２月の

28日だったですか、東京吉祥寺の路上で20歳の女性が刺殺されるという事件が発生をいたし

ております。これは、犯人の逃げる姿が防犯カメラに映っていたということで、犯人逮捕に

つながっております。

日本では、監視カメラは2010年、日本防犯設備協会の推計では約30万台、国民40人に１台、

イギリスにおきましては14人に１台で、これは世界一になっております。玄海町でも本町へ

入る道路や町内の要所要所に防犯カメラを設置し、安全なまちづくりをするべきではないで

しょうか。町長の考えをお伺いします。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

これは先ほども答弁しましたけれども、防犯カメラを設置する場所、経費等々を考えまし

たときに、少しやはり調査をしなくてはいけないのではないかなと、ここで速断をするとい

う状況に今なかったので、そういうふうに申し上げております。少し考えながら、防犯カメ

ラを設置については我々もしっかりと検討をして、先ほど保育園には、そういう形でつけさ

せていただきましたので、順次、そういう形で防犯対策にしっかりと根づけるような作業と

して、防犯カメラをつけてまいりたいというふうには考えております。

○議長（岩下孝嗣君）

山口定君。

○１番（山口 定君）

そういったことをすることによって、安全なまちづくりができると思っております。また、

警察や防災無線での広報は、非常に大事になってきます。トラクターや農機具の盗難は、農

家にとっては大きな痛手でございます。主幹道路に防犯カメラなどを設置すれば、また抑止

効果にもなるのじゃないでしょうか。

次に、非常災害時における独居老人と障害者の避難対策についてお伺いをいたします。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）
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非常災害時における独居老人と障害者の避難対策についてお答えします。

非常災害時における独居老人と障害者の避難対策についてというお尋ねでございますが、

国において平成16年に続発をした台風、集中豪雨等に伴う水害土砂災害による死者、行方不

明者のうち、犠牲者の半数以上が高齢者であったことから、高齢者等の災害時要援護者の避

難支援などについて、平成17年３月に災害時要援護者避難支援ガイドラインが取りまとめら

れて、災害発生時においては避難支援プランなどをもとに計画的、組織的な避難支援を実施

することが重要視されるようになりました。

また、平成19年７月に発生しました新潟県中越沖地震におきましても、多くの高齢者の方

が被災されております。このことから、国は市町村に対して、要援護者の情報収集を行い、

市町村災害時要援護者避難支援プランを平成21年度を目途に策定するよう義務づけされ、玄

海町におきましても風水害や地震などの災害に備えて、要援護者の避難支援を迅速かつ的確

に行うため、平常時からの要援護者に関する情報の把握など、支援体制を確立することを目

的として平成21年３月に玄海町災害時要援護者支援計画を策定いたしたところでございます。

災害時要援護者の状況把握につきましては、毎年、民生委員さんに訪問調査をしていただ

いて、情報共有の同意を得て、個人支援プランの作成を行っております。玄海町の状況につ

きましては、平成24年８月末現在では、要援護者の対象者は65歳以上の独居老人、65歳以上

の高齢者世帯、３級以上身体障害者、要介護認定者、知的障害者、精神障害者、難病患者の

720名。そのうち、65歳以上の独居老人が151名、障害者228名の計379名でございまして、自

主避難が可能な方を除く321名を調査していただいて、未同意者37名を除く284名、うち65歳

以上の独居老人58名、身体障害者103名の計161名の方の同意を得て、個人避難支援プランを

作成しております。

なお、非常災害時には、学校の体育館や地区公民館など設置した避難所に一時的に避難す

る必要がありますが、要援護者の避難については、一般の住民避難とは異なって早期の避難、

避難に伴う介助者の確保、避難車両の手配などの支援体制を確立するためには、個人避難支

援プラン作成が重要であります。また、避難者の中でも、高齢者や障害者などの特別な配慮

を要する方にとっては、避難所での生活は健康面、精神面に大きな影響を与えかねませんの

で、福祉避難所の確保が必要であり、玄海町においても福祉避難所としての指定要件を満た

している施設を昨年12月に社会福祉法人天寿会と協定を締結して、福祉避難所として指定し

たところでございます。
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今後とも、玄海町安全なまちづくりの基礎となる災害時要援護者に対する支援体制の確立

に向けて努めてまいる所存でございますので、これも御理解をいただきますようよろしくお

願い申し上げます。

○議長（岩下孝嗣君）

山口定君。

○１番（山口 定君）

先ほどの答弁で、要援護者対象者が161名の方の同意を得て、個人避難支援プランを作成

したということですね。これにつきましては、避難場所も確保しているということでござい

ますけれども、避難車両についてはどのようになっているのでしょうか。また、避難経路は

どのようになっているか、お伺いをいたします。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今、ここで正確にお答えできませんけれども、個人プランの中に全てそれも入っておりま

すので、個人プランを計画する際に、そういったものも全部計算の上に調整をして、個人プ

ランを作成させていただいているところでございます。

○議長（岩下孝嗣君）

山口定君。

○１番（山口 定君）

要援護者の支援体制づくりについて、佐賀県の市町で温度差があるということでございま

す。個別の避難計画を作成する登録者数が2,000人から3,000人の市町がある一方、わずか１

人というまちもございます。個人情報保護の意識の高まりで登録を断られるケースがあると

いうことでございますけれども、これは人命確保を最優先に積極的な取り組みが求められる

わけですが、本町での取り組みはどのようになっているか、お伺いをいたします。

○議長（岩下孝嗣君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今、御指摘をいただいたように、個人保護条例がございますので、その範囲の中で御理解

をいただいて、先ほど申し上げましたように、個人プランを作成させていただいております。
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それで、災害時の要援護者登録という形で、これは全県下、市町村別では発表がされてお

りますけれども、個別に中身については発表されておりません。そういう意味では、玄海町

は284名という数字になっております。ちなみに、お隣の唐津市では1,005名ということにな

ってございます。

○議長（岩下孝嗣君）

山口定君。

○１番（山口 定君）

要援護者の方々につきましては、自分で避難することができないわけでございますので、

どのように援護というか、していかれると思うわけですが、個人の避難支援も含めて、町ぐ

るみでしっかり協力して避難をさせていただきたいと、かように思うわけでございます。

安倍政権が発足をいたしまして３カ月余りが過ぎたわけでございます。いろんな問題がご

ざいますけれども、特に原子力発電所の再稼働問題、また、ＴＰＰ問題、それとデフレ脱却

ですね、そういうことが注目されるわけでございますけれども、私たちも今後、どのような

対策をとっていかれるのか、注目をしていきたいと思っております。

これで一般質問を終わります。

○議長（岩下孝嗣君）

以上で山口定君の一般質問を終わります。

暫時休憩いたします。

午前11時29分 休憩

（午前11時30分 12番岩下孝嗣君 退席）

午後１時５分 再開

○副議長（渡辺一夫君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。３番池田道夫君。

○３番（池田道夫君）

ただいま許可をいただきましたので、通告に従い質問します。

１番目に、玄海町小中一貫校建設について、教育長、町長にお伺いします。２番目に、玄

海町の体育施設の利活用と環境整備について、これも教育長と町長にお聞きをいたします。

３年３カ月ぶりに自民党政権になりました。今度はどのように世の中が変わっていくのか、
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不安と楽しみと──楽しみと言ったらあれですが、期待をしております。アベノミクスと言

われる経済問題、それに原発の問題、またＴＰＰ問題、竹島、尖閣、北方領土など領土の問

題、どれをとっても大きな問題かと思います。簡単には解決するのは難しい状況下にあるよ

うに思います。

このような中、玄海町にとっては特に原発問題とＴＰＰ問題が大きな問題かと思います。

原子力発電所については再稼働のめどがまだ立ちません。安倍総理は安全確保ができたとこ

ろから稼働をすると言われましたが、新聞あたりを見てみますと、玄海原発は来年以降にな

るんじゃないかというふうに載っていました。この再稼働につきましては、当然ながら絶対

安全を大前提として、再稼働へ向けて早い対応を自民党政権に期待したいと思います。

ＴＰＰにつきましては、先ごろ日米共同声明を踏まえ、安倍総理のほうから政府の責任で

交渉参加について判断すると発表されました。特定品目を除いた中での交渉のようです。ま

だ中身ははっきりしません。米、肉、魚、野菜、果実、どれをとっても玄海町にとってはす

ぐに大きな影響が出ます。テレビやマスコミ報道では、いわゆる評論家の人たちが競争し合

い、いい品物をつくって、世界を相手に販売すればもうかるのではないかと簡単に言ってお

られます。そんなことは言われなくても、もちろん当事者が一番わかっております。わかっ

てはいますが、現場ではそう一朝一夕に簡単にいく問題ではありません。各関係者と十分な

検討協議をされ、対応していただきたいと願います。

原発、ＴＰＰ問題は、玄海町だけの問題ではありません。日本中が同じような状況かと思

います。今後どのようになって進んでいくのか不安の中、しっかり見詰めていきたいと思っ

ております。

そういった中で、１番目の玄海町小中一貫校建設について、まず、町民会館の利用につい

て教育長にお聞きをします。

町民会館利用とは、どのようなことがあるのか。朝の渡辺議員の質問の中で、解体工事期

間中は工事に伴って使用するという答弁がございました。町民会館は本来、社会教育のため、

町民が利用できる施設かと思います。当然、学生も町民にかわりはありませんが、入学式や

卒業式は学校で行うのが通常だと思います。新校舎をつくるのであれば、ある程度のことは

学校内でできるよう、新しい校舎をつくるのですから、そうあるべきではないかと思います

が、これについて御答弁をお願いします。

○副議長（渡辺一夫君）
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小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

池田議員さんから、統合後の小中一貫校の学校運営と町民会館の利用についてのその関係

について御質問をいただきました。

小中一貫校を今進めておりますいこいの広場の一角に設置いたしますのは、午前中も質疑

がありましたけれど、やはり学校教育というのは、学校だけで子供たちの教育はできないと。

親、それから地域、全てを巻き込んだ中で子供たちを健やかに教育するという観点、そして、

もっとかっこいい言葉を使えばノーマライゼーションだろうというふうに私は思っています。

以前の議会でも答弁をいたしましたけれど、新設校はややもすると人里離れた山の中腹に

建てたりというのをよくやっています。私は、それはノーマライゼーションの考え方からす

るとおかしい、学校は地域の中にあるべきだというふうに考えます。その観点からすれば、

統合後の小中一貫校が町なかに今度建設できるということはとてもいいことだろうというふ

うに思います。問題は運営でありまして、学校の運営に学校の教職員だけで携わるのではな

く、地域の人材が、そして、地域の人々から目に見えるところで学校教育を行うというのが

必要であろうというふうに思います。

町民会館の利用と小中一貫校の学校運営との兼ね合いでございますけれど、町民会館の中

には文化ホールや、それから、さまざま、和室でありますとか、調理室でありますとか、そ

れから視聴覚室、そして社会体育館と、そういうので構成されておりますけれど、私は子供

たちがそれらの施設も使いながら、もちろん小中一貫校の施設も使いますけれど、使いなが

ら地域の方々と一緒に、もしくは地域の方々が見えるところで子供たちが生活をするという

ことは、地域の方々が教育に目を向けていただく、そういう観点からもいいことであろうと

いうふうに思っています。

議員さんからは入学式、卒業式の例を挙げていただきました。文化ホールという立派な、

800席を有する、音響もすてきな施設がございます。これを有効活用しない手はありません

と私は思っています。それ以外には、当然、始業式であり、終業式であり、そして文化祭、

当然のことながら、照明も、音響も格段に学校施設よりもいい施設であります。あと、学習

発表会でありますとか、子供たちが聞く講演会でありますとか、あと、これまでも本町にお

いてはプロの演劇の、この前は劇団四季に来ていただきましたけれど、あと音楽祭、そうい

うプロの方々がプロの演奏を、要するに本物の演奏を子供たちに聞いてもらうためには、既
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存のような体育館というような施設ではなく、本町が有しております、繰り返しになります

けれど、音響も、照明も設備が整っております文化ホールでこそ、子供たちには本当の演奏

や、それから演劇に接していただきたいというふうに思っています。

それから、23年度からは体育教科の中で柔道と剣道が、これは必須となりました。という

ことは、本町においては町民会館の中に立派な武道場がございますので、この武道場を活用

しない手はございません。これまた本物の施設で、子供たちには本物の教育を施したいとい

うふうに思っております。

それから、子供たちが、特に小学生におきましては、本町の歴史を理解してもらわないと

いけません。これは午前中申し上げました愛着、本町に愛着を持っていただくためにも、本

町の歴史を生で体験していただく必要がございますが、そのためには、本町には民俗資料館

が町民会館の中に併設されておりますので、これも有効に活用をさせていただきたいという

ふうに思っています。

なお、礼儀とか、しつけとかという観点からすれば、例えば、お茶でございますとか、生

け花でございますとか、そういうことも子供たちには体験をさせたいなと私は思っておりま

すが、そのためにはやはり和室が必要であります。この小中一貫校におきましては、和室は

設けることにしておりません。ほかの小学校、中学校に行きますと、例えば、視察をいたし

ました西南でございますとか、そういうところはちゃんと１室和室を設けておりました。立

派な和室がございましたけれど、本町においてはこの町民会館に和室がございます。これも

有効に活用し、そして、子供たちには日本の伝統美というのを味わってもらいたいというふ

うに思っております。

あと、町民会館には視聴覚室もございますから、この視聴覚室も、小中一貫校のメディア

センターでそういう情報機器にさわることはできますけれど、それとあわせて町民会館にお

ける視聴覚室においても、そういう情報機器に接触、アクセスするようなことができるだろ

うというふうに思います。

いずれにいたしましても、本町におきましては立派な町民会館があります。すばらしい設

備であります。それを、子供たちには小中一貫校とあわせて両方使えるような環境が整って

おりますので、こういう環境は、多分、佐賀県もしくは日本を探してもそんなにない、極め

て良好な環境じゃないかな、すばらしい教育環境ではないかなというふうに私は考えている

ところでございます。
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以上でございます。

○副議長（渡辺一夫君）

池田道夫君。

○３番（池田道夫君）

当然、教育長がおっしゃっている意味は理解できます。せっかくあるやつを使う、当たり

前かもしれません。ただ、先ほども教育長のほうからも言われましたけど、どこだったです

かね、立派な和室がありましたよね、視察に行ったときも。そういったことで、音響設備な

り、武道館、それから視聴覚室と、そういったものを、すぐ近くにあるものを利用すると。

そのためにつくらないというのは、それは経費の削減にもなりますので、これをつくるだけ

でも相当の費用がかかると思いますから、できるものは利用していくのが当たり前かもしれ

ませんが、ただ、新校舎、新しく、余り佐賀県にもないような学校ができるわけですから、

できるものはこの際と言いましたらおかしいですが、ちゃんとした整備がいいんじゃないか

なと思って質問をしております。

これも、次の質問も町民会館利用の関連につながると思いますが、12月の一般質問もして

おりました。渡り廊下の必要性と、それから、渡り廊下をつくるのにどのくらいの建設費が

かかるのかということで質問しておりましたが、まだわからないということで答弁をいただ

いておりません。

で、どうでしょうか。再度お聞きしますが、渡り廊下の幅３メートル、長さ100メートル、

これについての建設費はいかほどなものなのでしょうかね。

○副議長（渡辺一夫君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

小中一貫校と町民会館の利用に係る、そのつなぎます渡り廊下についての御質問をいただ

きました。その必要性と金額といいましょうか、費用についての御質問でございました。

まず、必要性でございますけれど、先ほど申し上げましたとおり、私は、小中一貫校と町

民会館、社会体育館というのは一体的な活用ができるというふうに思っております。その一

体的な活用、それから、あと子供たちの移動するときの安全性を考慮いたしまして、この渡

り廊下を設置したらどうかということで、今、建設費の中に積算として入れていただいてい

るところでございます。
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渡り廊下に係る建設費用につきましてでございますけれど、後ほど多分、小中一貫校の総

事業費と財源の質問があろうかと思います。当然、その総事業費の中に含まれているもので

ございまして、その総事業費は、今現在の設計額のベースですね、設計金額ということでお

聞きいただきたいと思いますけれど、今現在、設計金額といたしまして、渡り廊下に係る建

設費用はおおよそ80,000千円程度というふうに考えているところでございます。

以上でございます。

○副議長（渡辺一夫君）

池田道夫君。

○３番（池田道夫君）

おおよそ設計金額ですよね、工事費じゃなくて。設計金額ですか。80,000千円ほどかかる

という話ですね。これはまだ価格の移動もあるわけですね、当然。上がるか、下がるかです

ね。多分そうだと思います。

私はどうしても渡り廊下の必要性がわからないんですよ。社会体育館まで、町民会館まで

歩いても一、二分でしょう、たとえこの廊下がなくても。必要かなと、ずっと疑問に思って

おります。小学校の低学年あたりは、１、２年生だったらちょっと危険があるかもしれませ

んが、もうそれ以上の高学年になれば、あそこは道を横断するだけですから、80,000千円も

かけてこういったものが要るのかなと。先々日の行政改革の中でも、財源が非常に厳しくな

ってきておるということを何回も言われております。そのために行政改革をやるというよう

な状況で、真に必要なものであれば、それはもう当然要ります。が、私はこれは要らないと

自分では思っております。で、聞いております。

天気が悪いときもあるでしょう。風の日も、雨の日もあるかと思いますが。そういったこ

とを子供に体験させるのも一つの学習のうちに入るんじゃないか。余りに過保護過ぎるんじ

ゃないかなと。今までの小・中学校通学の間、遠い人は３キロぐらい毎日歩いて通学してお

ります。で、いろんな勉強をするわけですよ、その中で、行ったり来たりする中で。いいこ

とも、悪いことも。これはやっぱり将来的には役立つんじゃないかという思いがします。で

すから、この渡り廊下については、私は賛成しかねます。

次に移ります。３番目に、これも12月の質問の中に入れていたんですが、体育館のボーリ

ングをするという話だったですね。体育館の下を２カ所か３カ所ボーリングするという話だ

ったですね。で、これも費用がどのくらいかかりますかということでお尋ねをしておったん
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ですが、まだわからないということで、聞いておりません、当時はですね、12月に。これに

ついてお聞かせください。

○副議長（渡辺一夫君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

実施設計に当たりまして、ボーリングの調査をいたしております。それにつきましては特

別委員会でもお話をしたかもわかりませんが、発注者であります町から実施設計の業者に依

頼をいたしましたその金額の中には、ボーリング調査を３カ所程度ということでお願いをし

たところでございます。現在の有浦中学校が建設されましたときにもボーリング調査が行わ

れておりまして、そのボーリング調査とおおよそあの地質が変わっているはずもないと思わ

れましたので、同じような結果が出るんだろうなというふうに思っておりまして、一応３カ

所程度のボーリング調査をして実施設計を行ってくださいというお願いをしたところでござ

います。

で、実施設計の業者は、新校舎、それから新しいプールの建設予定場所の周辺、それから

渡り廊下の周辺ということで、合計11カ所ボーリング調査をされております。いずれも先ほ

ど言いましたとおり、昭和40年代の有浦中学校の建設当時のボーリング調査の結果と同じよ

うな結果になっております。

具体的に言いますと、地上から地下30メーターまでは、砂と粘土との中間の細かい土とい

うので土の層は形成されています。あと、地下30メーター以下はですね、もっと深いところ

は硬質の砂岩となっておりますので、新しい学校を建てるに当たりましては、これは今の有

浦中学校と一緒でございますけれど、くいはかたい層でございます地下30メートルのところ

にですね、このかたい砂岩のところにくいを打ち込むということになろうかというふうに思

います。

御質問は、くい一本一本の値段かと思いますけれども、済みません、それについては先ほ

ど申し上げましたとおり、ボーリング調査の折には、設計金額で見込んでおりましたのは１

本1,000千円、そして、３本で3,000千円ということでボーリング調査を行ってくださいとい

う実施設計の単価の積算をしていたところでございます。

以上でございます。

○副議長（渡辺一夫君）
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池田道夫君。

○３番（池田道夫君）

１本1,000千円ぐらいかかると、３本ということで3,000千円ほどかかるということですが､

やっぱり30メーター掘り下げないと硬質の岩が出ない、これは前もわかっていたんですかね。

今の有浦中学校なり、町民会館なりも同じような土質なんだろうと思いますが、同じような

対応をして建ててあると思いますが、現在沈下していますよね、町民会館にしろ、去年の暮

れだったですか、でき上がった道路にしろ、池ノハタ道路にしろ。これは30メーターで大丈

夫なんでしょうかね。どうでしょうか。

○副議長（渡辺一夫君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

お答えをいたします。

私が持つ技術──技術というか、知識というのは、技術的な知識はございませんので何と

も申し上げられませんけれど、論理的に考えてということでお話をさせていただきたいと思

います。

四十五、六年当時に、今の有浦中学校を建てるためにボーリング調査をされておりまして、

その結果と今回ボーリング調査をした結果は全く同じであります。で、議員さんが御心配に

なられておりますのは、そういう同じような結果なのに、また建てると地盤沈下が起こるん

じゃないかという御質問だと思いますけれど、そもそも今の建物も、くいを打って、その上

に建物をつくっております。で、先ほど言いましたとおり、30メーター下はかたい質でござ

いますので、これも支えることができるわけです。このくいは支えられております。建物も

当然これに付着しておりますので、建物も支えられております。問題は、心配なのはくいそ

のものが落ちていくのが心配ですけれど、それは先ほど言いましたとおり支えられておりま

すので。今現在の有浦中学校にいたしましても、地盤沈下をしておりますのは建物以外の、

例えば、側溝でございますとか、そういうところが沈下をいたしております。

ですから、結論的に申し上げますと、30メートルの支持基盤までくいを打てば、建物は支

えることができるというふうに私は論理的に考えているところでございます。

以上でございます。

○副議長（渡辺一夫君）
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池田道夫君。

○３番（池田道夫君）

私もそういった分野が専門ではありませんから、わからないから聞いておるわけですが、

一番心配なのは、町民会館も下がっている、道路も下がっている、ですから、新しい校舎を

建てるならばそういったことがないように、前の建物も十分検査をされて当然建てられたと

思います。が、現実は下がっております。同じような工法ではだめなんじゃないかなという

思いから、こういった質問をしております。今はその当時と比べたら大分時間がたっており

ます。新しい工法等もあるかと思いますので、十分その辺、あの場所に建てるのであれば、

それ相当の対応をしていただきたい。

次に行きます。4.3メーターのかさ上げということで、これについても建設費を12月の一

般質問でしておりました。それもまだわからないということで、伺っておりません。きょう

改めて、またそれについてもお聞かせください。

○副議長（渡辺一夫君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

１階部分のかさ上げに係る経費についての御質問をいただきました。

これまで質問をいただきまして御答弁をさせていただいておりますけれど、先ほどの渡り

廊下とちょっと違いまして、渡り廊下は独立した工作物といいましょうか、ものでございま

すので、それだけの積算というのはできるわけでございますけれど、１階部分をかさ上げし

たから、そのかさ上げをする場合としない場合で費用がどれぐらい違うのかというのはなか

なか、そこまで何といいましょうか、設計業者にそういう積算を、要するに１階部分をかさ

上げせずに建てた場合の建物の設計をしなさいという委託をすると、これまた経費が発生を

してしまいますので、そこまで設計業者に依頼をしておりません。ということは、私が金額

をはじき出すことはできないということであります。

１階部分をかさ上げすることについての御説明は、目的、理由はこれまで申し上げました

けれど、どうしても小中一貫校の体育館の下は、今現在の町民会館を利用される方々の駐車

場というところを使わせていただきますので、駐車場を、町民会館利用者の方々の駐車スペ

ースを削るわけにはいきませんので、そうしますと、駐車場も生かす、そして体育館も生か

す方法となれば、やはり体育館をかさ上げするしかないということで、体育館下に駐車場を
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設ける、そういう設計にさせていただいたところでございます。体育館を１階部分を上げま

すので、学校運営ができるように校舎のほうもレベルを合わせるということで、１階上げさ

せていただいたところでございます。逆に１階上げることで、校舎の下も有効活用できるよ

うなことも設計にさせていただいたところでございますので、設計の意図、私たち教育委員

会の考え方をどうぞ御理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○副議長（渡辺一夫君）

池田道夫君。

○３番（池田道夫君）

駐車場として利用する分と校舎との高さの調整といいますか、バランスといいますか、そ

ういったことでかさ上げをするということですね。駐車場とした場合、この前お聞きをして

いましたけれども、何台ぐらいだったですかね、50台だったですかね、駐車できるのは。こ

の体育館の下に、かさ上げした部分に。

話を聞きますと、先生方も結構来られると。給食の方も来られる。そうすると、その人た

ちだけでもうその駐車場は埋まってしまうんじゃないでしょうかね。であれば、年間に何回

ほど一般の方が学校に来るかわかりませんけれども、まだ広いスペースをとったらどうです

か、どうせなら。通常いるわけでしょう、職員さんと先生方といろんな方が。何人だったで

すかね、全部で。相当の人数だったと思いますが、その人たちも当然車で見えるわけですか

ら、その人たちの駐車場は別にあるということではないと思いますので、そこに入れられた

ら、何もないときはいいですが、父兄参観なり、授業参観なりがあればだめなんじゃないか

なと思います。ですから、どうせつくるなら駐車場も別に、生徒数がふえるように親もふえ

ますから、当然車の台数もふえます。ある程度の収容できる駐車場が必要なんじゃないかな

と私は思います。

まだそういったことは建設的にできるんですか、もうできないんですか。

（13時40分 12番岩下孝嗣君 復席）

○副議長（渡辺一夫君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

今、池田議員さんから御提案をいただきました。私たちもそういう駐車場の確保ができな
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いかということで、実施設計の業者とも話をさせていただいているところでございます。体

育館の下の駐車場だけじゃなくて、ほかの学校の周りに駐車場はできないかということで、

まだ検討をしているところでございまして、何とか駐車場の確保ができるんじゃないかなと

いうふうな見通しは持っているところでございます。

以上でございます。

○副議長（渡辺一夫君）

池田道夫君。

○３番（池田道夫君）

そばに町民会館の駐車場もありますので、こなせるのはこなせると思うんですが、できれ

ばそういった形であったほうが、町民行事と──町民行事は日曜休みの日が多いですから、

学校とがっちゃんする日は余りないとは思いますけど、どうせつくるならちゃんとして、あ

る程度の収容できるものをつくったほうがいいんじゃないかと思って言っております。

次に行きます。総事業費と財源についてお聞きをします。

これは、総事業費、この前、12月では43億円だったかと思います。ですから、先ほど質問

しています渡り廊下、ボーリング、4.3メートルのかさ上げ部分、こういった費用を足して

の総事業費を聞いたんですが、まだわからないということで12月の折は言われておりました。

こういった金額は出てきております。最終的にはどのくらいになるのでしょうか。

○副議長（渡辺一夫君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

玄海町小中一貫校建設に係って、経費はどれぐらいかかるのかという御質問をいただきま

した。本議会に平成25年度の予算が係っておりますけれど、この予算書の第２表継続費とい

うのがございます。この継続費を見ていただきますと、今、議員さんが質問されました小中

一貫校の建設整備に係る関係の予算ということで継続費を上げさせていただいているところ

でございます。この継続費は、平成25年度から27年度までの経費ということでございますけ

れど、総額を4,866,618千円ということで継続費の予算をお願いしているところでございま

す。

この継続費の内訳について、主な項目でございますけれど、御説明をさせていただきたい

と思います。
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まず、小中一貫校の校舎と体育館でございますけれど、これにつきましてはおおよそ

4,130,000千円程度、この工事に係りますところの施工管理を委託しないといけません。そ

の委託費等に約１億円、校舎と体育館ができ上がりましたらば、既存の有浦中学校を解体し

ないといけませんので、校舎解体の費用としておよそ130,000千円程度、小中一貫校のプー

ルを新しくつくらないといけません。それから、グラウンドの整備も行いますけれど、それ

に係る経費が約480,000千円程度、この工事を行うに当たりまして、工事の管理委託をしな

いといけませんので、その管理委託費用が約10,000千円程度ということで、先ほど申し上げ

ましたとおり、継続費として4,866,000千円程度の予算をお願いしているところでございま

す。

これは、あくまでも今実施設計を行っておりますけれど、その実施設計業者が積算をした、

要するに設計額の経費ということでございますので、当然これから予算をお認めいただきま

したらば、25年４月以降、業者の選定に係りますところの入札等々が行われますので、それ

によっては当然のことながら、この経費は落ちていくということでございます。先ほど議員

さんがおっしゃっていただきました43億円程度という数字をこれまで話をさせていただいて

おりますけれど、大体そのぐらいの金額でおさまるのではないかなというふうに私は考えて

いるところでございます。

以上でございます。

○副議長（渡辺一夫君）

池田道夫君。

○３番（池田道夫君）

そうですね、一番最初に聞いたときは、たしか35億円程度の話だったかと思います。だん

だん小刻みじゃないですね、億の単位で上がっていますから。今聞けば、4,866,000千円で

すね。50億円近くになってきよると。学校を安全につくるためには、当然そういった費用を

惜しんじゃだめな部分もあるかもしれませんが、余りにも段階的に、もう10億円以上違うん

ですから、最初としたら。どうなっているのかなという部分があります。

そういった中でですが、あとは財源として、たしか当初は27年──25年だったですかね、

最初言われていたのは。文科省が承認しないと補助が受けられないとかなんとかいう話だっ

たですよね。そういった中ですが、この財源、これは町にも当然係るわけでしょうが、電源

立地対策交付金も使われますよね。その電源立地対策交付金と文科省の補助と、それから一
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般財源の金額、これがわかるならば教えていただきたいんですが。

○副議長（渡辺一夫君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

財源についての御質問をいただきました。教育委員会がお金を持たないものですから、私

が答弁をするというのも何か、どうかなと思いつつ、今立っておりますけれど、逆に言うと

私としては、教育委員会としてはこういうことでお願いをしますという金額ということで御

理解をください。

教育委員会といたしましては、先ほど言いましたとおり、継続費の予算をお願いいたして

おります。その予算をお願いするに当たっては、こういう内訳でお金を使っていただいたら

どうでしょうかというような協議をさせていただいているところでございますが、まず、議

員さんおっしゃっていただきましたとおり、小・中学校の整備に係りますところの電源立地

地域対策交付金基金と交付金でおおよそ37億円程度、で、文科省のほうに補助金をお願いし

たいという話をしておりますけれど、これにつきましては、新しいプール、それから新しい

グラウンドの整備に係りますところの費用の一部ということで約20,000千円程度、それ以外

は一般財源をということで、大体残り11億円程度が一般財源という形になろうかというふう

に思います。

文科省につきましては、電源立地対策交付金基金及び交付金と、その裏財源として補助金

を使うということは難しいというふうに言われておりまして、独自の、もしくは新しい試み

のということで、そういうことでしたら文科省としては対応ができるのではないのかなとい

う話をなさっておりますということを町長から伺っているところでございますので、教育委

員会といたしましては設備建設、設備ではなくて、その後の学校運営に係るところのさまざ

まなソフト事業についての補助金もお願いできないかなというふうに考えているところでご

ざいます。

直接議員さんの質問にお答えできるような形じゃございませんけれど、先ほど申し上げま

したとおり、電源立地対策交付金基金と交付金、それから文科省の補助金、そして一般財源

という内訳でお願いできないかなというのが教育委員会の考え方でございます。

以上でございます。

○副議長（渡辺一夫君）
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池田道夫君。

○３番（池田道夫君）

新しい試みには出ると言われたんですよね、さっき。これは町長にお聞きします。財源が

厳しい厳しいと、ずっと去年ぐらいから言われております。そういった中での話なんですが、

文科省の補助金というのは、たしか50％とか、新しく校舎を建てる場合ですね。何かそうい

うふうに聞いた覚えがありますけれども、電源立地対策交付金はまだ使い道がありますよね、

学校だけじゃなくてですね。だったら、その文科省の補助を目いっぱい申請されて、交付金

を残して、あと、地域のために使うようなことがあれば、そっちのほうがいいんじゃないか

なと思いますが、どうでしょうか。

○副議長（渡辺一夫君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

済みません。私の説明がまずくて、大変申しわけございません。

再度説明をさせてください。

今、議員さんが文科省の補助金を使ったらいいじゃないかなとおっしゃいました。普通は

そうでございます。で、文科省の補助金を使います。例えば、これが全ての財源、お金とし

て、半分文科省から補助金をいただくとします。そうすると、残り半分は町の自前の財源を

使わないといけません。何も色がついていない一般財源を使わないといけません。そうする

と、町の持ち出しはこの電源立地対策交付金基金とか交付金を使う、今先ほど話をした数字

よりももっと多くの一般財源、先ほど話をいたしましたのは、一般財源は約11億円程度使っ

ていただけませんかというお話をしていると言いましたけれど、今、議員さんがおっしゃい

ましたようにいたしますと、総事業費が大体、今の設計金額ベースでは48億円でございます

けど、これが丸々文科省に認められたとしても24億円で、残り24億円は一般財源を使わない

といけないということになります。交付金を使う場合ですと、11億円で一般財源は済みます

けれど、文科省の補助金を使うと、目いっぱい認められたとしてもというのがこれはみそで

ございまして、実は文科省が今建てております学校について、目いっぱい補助金はくれませ

ん。

１つは、まず、中学校についてでございますけど、中学校の建設の部分でございますけれ

ど、中学校の建設の部分はほぼ文科省の補助対象になりません。なぜなら、今、有浦中学校
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がありますけれど、そこに新しい中学校、小学校と中学校を建てるわけでございますが、そ

の中学校というのは、今あります有浦中学校よりも広い面積、広がった面積には補助金を出

しましょうということでございます。統合しますので大きくなるでしょうと、そうするなら、

大きくなるなら補助金を上げましょうということでございますけれど、今の有浦中学校は昭

和48年ごろ、値賀中学校と統合をするという名目で有浦中学校を建てましたので、既に統合

並みの広さを持っている中学校であります。ですので、中学校についての補助対象の面積と

いうのは厳しいものがございまして、丸々文科省の補助対象にはなかなかなりづろうござい

ます。ということで、文科省の補助金を使うのは、なかなかメリットがございません。とい

うようなことで何とか御理解をいただきたいと思います。

以上でございます。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

池田議員の質問にお答えしたいと思います。

今、教育長が答弁しましたように、実は裏補助の部分で一度文科省にも御相談に上がりま

したけれども、やはり今、教育長が答弁しましたとおりに、50％の補助を出せば、残りは色

のついた交付金等々は充てられないと。一般財源を充てないと、今の状況では文科省として

は出せないと。ですから、そこの相談に実は上がったつもりだったんですが、やはりこれに

ついては文科省も非常にかたくなで、電源立地地域対策交付金を使ったほうが、玄海町は得

ではないかというアドバイスを逆にいただきました。それで現況のような形になっておりま

す。

実は、交付金23,000千円を入れさせていただいていますが、本来はもう少しハード面の事

業ではなくて、これもさっき教育長が答弁しましたけれども、ソフト面の補助であれば文科

省は考えてもいいということはおっしゃっておられますが、実はソフト面で今回継続で費用

を出したとしても大きな金額には実はなりません。そういった意味ですると、現況は電源立

地地域対策交付金を使わせていただいたほうが玄海町にとっては非常に得ではないかなとい

うことを私どもも考えているところでありまして、1,130,000千円の一般財源と申しますが、

公共施設整備基金を一般財源で計画しておりますので、その点については十分な財源充当は

できているというふうに考えております。
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○副議長（渡辺一夫君）

池田道夫君。

○３番（池田道夫君）

わかりました。いつも言われている財源が厳しいという中で、1,130,000千円もの一般財

源を使うより、補助を使ったほうがいいんじゃないかという思いで言っております。これ、

知りませんでした、色つきでは使えないということですね、補助を受けた場合。わかりまし

た。じゃあ、そっちのほうがいいと思います。

いずれにせよ、50億円近い金になるようですので、何回も言いますように、支障のない、

いい学校を建設していただきたい。要望しておきます。

次に行きます。これも学校関連ですが、小中一貫校となった場合、値賀のほうの小・中学

校が廃校になりますが、廃校後についてはどのようなお考えなのか、お聞きします。

○副議長（渡辺一夫君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

値賀中学校区におきます廃校後の学校施設の活用について御質問いただきました。

統合小中一貫校につきましては、調理場もこの学校内に設置することといたしております

ので、現在の給食センターにつきましてもあわせて、小中一貫校が開校いたしました後の活

用については視野に置いて考えないといけないというふうに思っております。

この廃校後の施設、それから用途廃止後の給食センターにつきまして、どのように活用す

るかということでございますけれど、これにつきましては、有徳小学校が新設されました、

その３小学校統合のときの廃校となる牟形、仮屋、両小学校の活用について検討した経緯を

そのまま、当然反省も踏まえながら、踏襲しながらやっていきたいなというふうに思ってお

りますので、その折のことを若干説明させていただきたいと思います。

牟形小学校、仮屋小学校が廃校になりますので、その活用をどうしようかということにつ

きましては、平成21年度に廃校舎活用計画策定委員会というのをつくりました。この廃校舎

活用計画策定委員会には、区長さんでありますとか、生産組合長さんとか、育友会長さんと

か、そういうメンバーの方々に参加いただきまして、牟形小学校、仮屋小学校跡地を有効活

用してくださいというお話をしたところでございました。現在は御存じのとおり、仮屋小学

校には仮屋コミュニティーセンターとして、町の社会福祉協議会、シルバー人材センター、
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それから玄海町の教育支援センター、そして牟形コミュニティーセンターには縫製工場のア

トムさんですとか、福祉作業所でございます椿作業所さんが入っていただいているところで

ございます。

ですから、値賀小学校、値賀中学校、そして給食センター、有徳小学校につきましては一

部河川改修があるでしょうから、それを見据えながらの検討ということになりますけれども、

いずれにいたしましても、学校は廃校になりますけれど、地域にとっては有益な財産でござ

いますので、地域の方々の心のよりどころであり、そして地域活性化のよりどころ、もっと

言えば産業の振興のよりどころ、そのような施設として活用していただければありがたいと

いうふうに思っております。

町が直接運営するというよりも、できますならば地域住民の方々の知恵とお金でもって有

効活用していただけるような、そういう施設に生まれ変わるということも私は夢に描いてい

るところでございます。

なお、現在においても活用についていろいろ問い合わせをいただくことがございます。で

すから、そういう問い合わせも含めて、地域の方々のよりどころとなるような施設になりま

すよう、早速、平成25年度からはその検討に着手をしていきたいというふうに思っていると

ころでございます。

以上でございます。

○副議長（渡辺一夫君）

池田道夫君。

○３番（池田道夫君）

まだ早いんじゃないかと思われるかもしれませんが、きのうの新聞です。これ、ちょっと

見よったらですね、佐賀新聞のきのうのやつですが、多久市が小中一貫をやられていますよ

ね。で、「閉校小学校どう活用」と、こう大きな見出しがあったものですから、ちょっと持

ってきましたけれども、多久は小中一貫に伴い７小学校が閉校するということで載っており

ます。検討開始から４年たっても利用法がまだ決まっていないと、市のほうでは「遅くても

閉校までには決まるはずだった」と、総合政策課長は「地元の主体的な取り組みで方向性が

決まってきた。予算の都合もあるが、住民の意見を最大限取り入れながら整備を進めたい」

と、こういう新聞に載っております。ですから、４年たってもというのはちょっとですね、

こういうふうになっちゃいかんなと思いまして、廃校後どういった利活用されるのか、早目
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に検討していただいて、やっていただきたいと思います。

教育委員会の考えと、町のほうでは何かこれに対して考えはお持ちですか。廃校利用につ

いて。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

もちろん、今、教育長が答弁しましたように、教育委員会の中できちっと協議をしていた

だきたいというふうには思っておりますが、外部からは値賀中学校のここそこを貸してほし

いとか、それから、値賀小学校のここの部分を借りられませんかとかいう問い合わせはいた

だいております。ただ、私どももまだ教育委員会の中で決定をしていないのでという形で保

留をさせていただいているという現況です。

ですから、今、議員御指摘をいただいたように、25年度中にはしっかりとした協議をして、

教育委員会と取り合わせをしながら、跡地利用の計画をきちんと立てていきたいと考えてお

ります。

○副議長（渡辺一夫君）

池田道夫君。

○３番（池田道夫君）

あとの質問にも関連を、私の考えですが、するかと思います。そういったことで、地域の

活性化はもちろん、住民の使いやすい施設、よりどころになるような施設、そういったもの

を建設して、跡地として利用していただきたいと要望しておきます。どうせこのことについ

ては、またいろんな考え、意見が出てくるかと思いますので、検討したいと思っております

が、次に移ります。

玄海町体育施設利活用と環境整備についてお聞きをします。

現在の施設あたりを、まずは利用状況ですが、学生や社会人もろもろ、どの程度の使用量

があって、年間何人ぐらい利用されているのか、この辺をお聞かせください。

○副議長（渡辺一夫君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

町内の体育施設の利活用、その利用状況についての御質問をいただきました。本町内にあ
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ります体育施設につきまして、４施設について御答弁をさせていただきたいというふうに思

います。

まず、社会体育館でございます。社会体育館につきましては、町内のジュニアのバドミン

トンクラブの方でございますとか、ジュニアのバレーボールクラブの方、現在は有浦中学校

のクラブ活動でも、それから青翔高校のクラブ活動でも利用していただいているところでご

ざいます。また、休日なんかは町外からも、バレーボールやバスケットボールということで

練習なんかに利用していただいているところでございます。

で、社会体育館の利用状況を22、23、そして24年度の２月末までの３カ年でお話をさせて

いただきたいと思います。学生の利用と社会人の利用、そして合計ということで話をさせて

いただきます。

22年度、学生が220名、そして社会人が132名、合計の352名ということでございました。

今、名と言っておりますけど、件と言ったほうがいいかもわかりませんけれど、352件でい

いのかもわかりませんが、利用者は１回当たり複数いると思いますのでですね、申しわけご

ざいません。で、23年度は学生が146、社会人が165、合計の311。今年度でございますけど、

２月末までで学生が170、社会人が272、合計の442という件数になっております。

次は武道場でございますけれど、武道場につきましては、剣道でございますとか、空手で

ございますとか、そういうことで利用をしていただいているところでございますが、22年度、

学生の利用がちょうど300、社会人が76、合わせて376、23年度は学生が275、社会人が47、

合計の322、24年度は学生が258、社会人が69、合わせて327となっております。

次は、議員さんもよく利用されているかもわかりませんが、野球場でございます。野球場

の22年度は、学生が163、社会人が161、合計の324、23年度は、学生が171、社会人が305、

24年度２月末現在で、学生が233、社会人が101、合計の334となっております。野球の場合

は町内の高校生でございますとか、硬式の野球クラブ、あと、さまざまな大会で利用もして

いただいております。社会人の場合は玄海町内の軟式野球連盟の方とか、あと、唐津市の軟

式野球連盟の方々、そういう方々に利用を多くしていただいているところでございます。

続きまして総合運動場でございますけれど、総合運動場は22年度、学生83、社会人253、

合わせて336、23年度は、学生113、社会人219、合計の332、24年度２月末でございますけど、

学生が203、社会人が174、合計の377となっております。総合運動場につきましては、少年

野球の練習とか、サッカーの練習とか、あと、青翔高校の陸上部の学生の部活動でございま



- 89 -

すとかということで学生の利用がふえておりますが、少年野球や少年サッカーのときには町

外からたくさんの方がおいでいただいているところでございます。社会人の場合は、多いの

はグラウンド・ゴルフ協会、それから、あと、事業所や地区の方々のレクリエーション等々

で多く利用をしていただいている、そのような状況がございます。

以上でございます。

○副議長（渡辺一夫君）

池田道夫君。

○３番（池田道夫君）

かなりの数の利用者があっているなと思いますが、私が言わなくても知っておられるかも

しれませんが、鹿島市でやっているスポーツ合宿誘致制度というのがテレビで放映されてお

りました。見ておりましたら、いいことやなと。市役所の担当の方が言われておりましたが、

平成25年春に鹿島市内で合宿を行う大学をお知らせしますと。明治大学競走部、合宿期間、

２月４日から９日まで、大東文化大学男子陸上競技部、２月14日から２月24日まで、順天堂

大学陸上競技部、これも日にちははしょります。大東文化大学女子陸上競技部、九州国際大

学陸上競技部、これ、全部２月に入っているスケジュールだそうです。で、国士館大学陸上

部、こういったもろもろの、日本でもかなり名の知れた大学の陸上部あたりがですよ、去年

から始められたんですかね、これは。23年だったですかね。年々ふえてきておると。

で、市内で合宿する団体には1,000千円を市が補助すると。これ、とられたらわかると思

いますけれども、いろいろ便宜を図ってですね、そういったいろんな大学との連携、つなが

りを持って、鹿島市のＰＲにもなるし、産業振興にもなるかと思います。活性化にもなると

いうことで、玄海町にもせっかくあれだけの設備があります。ただ、もう少しいろんな施設

面に手をかけないと足りないものがあるんじゃなかろうかと、私は個人的には思っています。

何だったですかね、合宿、何かあったですよね、玄海町合宿誘致何とかというのがありま

したよね。それは去年、私たちも利用させていただいて、400人ほど来たんですが、ああい

ったものをどんどん利用されて、もう少しこういった、鹿島市にこれだけ一遍に来るのは何

でかなと思います。何か利用があるんでしょう、いいのがですね。ですから、せっかくの体

育施設、社会体育館、武道館を含めてですよ、ありますので、こういったものを町に来てい

ただきたいという、誘致ですね、そういったものもできないものかと。野球場に関しては、

ことしの何か整備が入っているようですね。それは見ておりますが、これについて町長、施
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設の改修改善、そういったものについては財源が厳しい中ではありますが、どういうふうに

お考えでしょうか。

○副議長（渡辺一夫君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

施設の管理をさせていただいておりますので、私のほうから町長さんにお願いをしないと

いけないことが多々ございますので、それも含めて話をさせていただきたいと思います。

本町の施設は、建設後約20年前後経過をいたしておりまして、だんだんと老朽化、金属疲

労を見せております。ところが、議員さんおっしゃっていただきましたとおり、お金がとて

もかかります。で、私がこちらに参りまして予算要求をしたときに、余りにも大きな修繕費

を予算要求いたしましたので、町長さんから計画的に整備をしていきましょうよと言われま

した。

そこで、教育委員会といたしましては、計画的に整備をしていくための町民の方々も入っ

ていただいた検討委員会をつくらせていただきました。それが平成22年度でございます。そ

して、計画的に整備をさせていただく予算要求も、今年度、25年度にまた予算要求をさせて

いただいておりますけれど、それは町民の皆様方からたくさん要望をいただいております総

合運動場のグラウンドの整備でございます。それから、総合運動場の音響も悪いので音響の

設備の改修、夜間照明も暗いので夜間照明の増設ということで、25年度につきましては総合

グラウンドの整備をさせていただきたいなというふうに思っております。で、26年度は、野

球場の照明に係りますところの配電盤の改修、それから野球場の音響の設備の改修、そして

27年度は野球場のフェンスについての改修、あと、社会体育館の中も壁面にクラックといい

ます、ひび割れが入っておりますので、そういうひび割れの改修についても今後計画的な整

備に係るところの予算要求をさせていただきたいなというふうに考えているところでござい

ます。

お金をかけますので、議員さんおっしゃっていただきましたとおり、町民の皆さん及び町

外の皆さんにたくさん利用していただきたいというふうに思っております。教育委員会とい

たしまして、じゃあ、どんなことができるのかということでございますけれど、これは反省

になりますが、教育委員会といたしましては、やっぱりおもてなしの心が不足しているんじ

ゃないかなというふうに反省をいたしております。一度利用していただいた町外の方々は、
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ずっと食らいついてでも、翌年、翌年と利用していただけるような、そういうフォローをし

ないといけないというふうに考えております。そういうおもてなしの心をもっともっと発揮

して、多くの町外の方に利用していただきたいというように思っております。

議員さんは陸上の話をしていただきましたけれど、本町は長い歴史を持ちます10キロロー

ドレース大会を行っております。学生の方も、社会人の方も参加をしていただいております

けれど、先ほど申し上げました、翌年、翌々年へのフォローというおもてなしの心をもっと

もっと発揮して、そして、１人、また１人と声をかけて、たくさんの人が連れ立って来てい

ただけるような、そういうＰＲをしていきたいというふうに思っています。

合宿の誘致の話もございましたけれど、教育委員会といたしましては、県内外の学校にも

スポーツとして利用していただけるような、そういう利用案内のチラシでございますとか、

パンフレットでございますとか、そういうものも送付をさせていただきたいし、あと、テレ

ビ、ラジオ等々もお金をかけずにＰＲをしていきたいなというふうに思っているところでご

ざいます。

以上、ほかの町に負けないように、ほかの市に負けないように、本町の施設の利活用につ

いてＰＲをさせていただきたいというふうに思っているところでございます。

以上でございます。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

これもまた今、教育長が答弁しましたとおりでありますけれども、合宿という行為を考え

ると、実はスポーツだけではなくて、囲碁ですとか、将棋ですとか、カメラの写真撮影です

とか、いろんなことが合宿という名のもとに行われているのも事実でありまして、そういっ

た方々にも対処できるような、実は玄海町の合宿の補助金の制度は、そういう形で使わせて

いただけるようにしております。これは海外の方にも使っていただけるよう、私どもとして

は準備をしておりますが、しかし、やはり一番数が多くて、皆さんに一番インパクトを与え

るのは、実は御指摘をいただいたとおりスポーツでありまして、これが野球だとか、サッカ

ーだとか、もうこれは私の個人的な趣味で相撲だとか、そういったことでぜひ使っていただ

ければ、さらに玄海町の名前とともに、玄海町民の皆さんがそのスポーツに興味を持ってい

ただいて、さらなる広がりを持って玄海町の発展につなげていけるのではないかというふう
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に期待をしておりますので、この点については教育長ともども、これも教育委員会と相談し

ながら、前向きに投資をしていきたいというふうに考えております。

○副議長（渡辺一夫君）

池田道夫君。

○３番（池田道夫君）

そうですね、合宿となれば、当然宿が要ります。去年の場合を言わしていただければ、発

電所がとまったおかげで民宿があいていました。それで、あれだけの人数の処理ができたわ

けですけれども、発電所がまえば作業員やら、定検の要員やら来て、余りあきがありません。

ですから、これも朝も言われていたように、観光にも大きな関連があるかと思いますけれど

も、やっぱりパレアにしても、口で言うのは簡単ですが、宿泊施設があれば、また違った形

ができるんじゃないかということでずっと思っております。

こういったことも含めて、スポーツだけじゃないというのは十分わかっております。いろ

んな合宿はあっていいと思いますけれども、とりあえずは目の前ですぐできるのはこういっ

たことかなと。ただ、合宿所をつくれば、また民宿やら、皆さん方との協議も必要になって

くるかと思います。大変な部分もありますけれども、いずれにせよ、これも町が活性化する

ためには企業誘致も大事ですが、こっちのほうが早いんじゃないかと、勝負がですね。私は

思っております。できる限りの人、玄海町に来ていただいて、先ほど教育長も言われました

ように、リピーターを一人でも多くつくって、丁寧な対応をして、そういった形で進めたら

どうでしょうかねと私は思います。

これですね、中身をちょっと読んでみますね。「昨年から制度を設けた」と、「20人以上

が５泊以上する合宿に助成、送迎費なども負担している。選手が食事する飲食店を市職員が

手伝うなど、特例の支援体制も取った。ＪＡや漁協は特産品のイチゴやノリ、コメなどを提

供した。合宿後のアンケートには、練習環境のほか食事やサポート体制に感謝する」と、こ

ういった意見が寄せられておると、これは書いてあります。

そういったことで、先ほどこれも言われましたね、おもてなし。いろんなおもてなしの仕

方があるかと思います。ですから、こういったことも含んで、今すぐどうこうはならないか

もしれませんが、将来的にはその辺も含んだ人集めですか、そういったことをやっていただ

きたいなと思っております。

最後になります。きょう午前中の渡辺議員さんの質問の中で、教育長が新しい校舎のモッ
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トーといいますか、愛着を大事にしたいと言われました。とっても大事なことだと私も思い

ます。

私も値賀小・中学校には大変な愛着があります。小学校ですが、開校130年余り、現在に

至っておるわけですが、多くの値賀の人たちが卒業されております。小学校については延べ

5,214人、中学校については3,820人と、こういった人たち、今もう長寿で大分高齢の方がお

られます。この人たちみんな──有浦にもおってあるわけですけど、特に値賀を統合すると

いう話の中で、こういった人たちは物すごい愛着があると思います、値賀小・中学校にはで

すね。そういったことがありますから、十分理解を得るようにして話し合いをしてというこ

とを、私も何回も何回もしつこく、ずっとここ２年ぐらい同じことを言ってきております。

私も運がよければあと10年、悪ければ３年ぐらいで死ぬかもしれません。それでも70年近く

は生まれ育ってきておるわけです。だから、教育長があと何年玄海町におられるのか、もし

くは生涯を玄海町で過ごされるのかわかりませんが、先ほども言いましたように大勢の方の

愛着がこもった学校です。ですから、十分理解をしていただいて、この新しい学校、時代の

流れですからやむを得ないと思いますから、理解活動をやってくださいということを何回も

何回も同じことばっかり言ってきました。そういったことです。

それで、去年の12月にやりましたよね、説明会が。あれも何か中途半端で終わったような

形で、あの後、説明会はあっていないと思いますが、これも計画はしてあるのでしょうか。

今いる子供たち、さらにまた次に生まれてくる子供たち、こういった子供たちが愛着を持て

るような学校建設を望みます。教育長の答弁をお願いします。

○副議長（渡辺一夫君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

地域に存在いたします学校についての地域の皆様方、町民の皆様方の思い、十分に受けと

め、時代に合う形での学校教育も含めて、十分に地域の方々と話をさせていただきながら、

よりよい玄海町の小中一貫校の建設運営に当たらせていただきたいというふうに考えており

ます。

どうぞこれからも多くの方々の御理解、御支援を賜りますようお願いいたしたいというふ

うに思っております。

以上でございます。
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○副議長（渡辺一夫君）

以上で池田道夫君の一般質問を終わります。

暫時休憩いたします。

午後２時35分 休憩

午後２時45分 再開

○副議長（渡辺一夫君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問の途中ではございますが、２年前の３月11日午後２時46分に東日本大震災が発生

しました。この震災では多くのとうとい命が失われました。被災された方々並びに被災され

た市町村に対し、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたしま

す。

ここで、東日本大震災により犠牲になられました全ての方々に対しまして、哀悼の意をあ

らわしまして、黙禱をささげたいと思います。御起立ください。黙禱。

〔黙 禱〕

○副議長（渡辺一夫君）

ありがとうございました。御着席ください。

一般質問を続けます。10番中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）

ただいま許可をいただきましたので、質問の通告に従い、質問させていただきます。

１番目に玄海町の町づくりについて、２番目に玄海町の財政計画と行政改革について、３

番目に次世代エネルギーパーク事業について、４番目に九州大学共同薬草研究事業について。

初めに、玄海町の町づくりについて質問いたします。

今回は、私も一般質問をしまして36回目になるわけですが、町長には今回はいろいろと自

分なりの意見を言わせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしておきます。

福島第一原発事故からもう２年になりました。いまだに32万人近くにも及ぶ方々が住みな

れた故郷に戻れないままで、復興のおくれが復興への希望を弱らせるのではないかと憂慮し

ております。

2012年７月５日、国会の事故調査委員会の報告書の報告は、事故はあくまでも人災である

として、東京電力の事故報告にあった想定外の津波を完全に否定しました。福島第一原発事
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故は、政府規制当局、電力会社のもたれ合いから生まれたことと、高度経済成長期までさか

のぼり、人命より経済優先、原子力推進の論理が優先したためと結論されております。

原発停止は火力発電の燃料の高騰につながり、ガソリンの高騰、電気料の値上げと国民生

活に影響が出ております。安倍総理は、規制委員会が新しい規制基準をクリアした原発は再

稼働をすると明言しました。課題は、活断層、住民の理解、核のごみと言われております。

玄海町において、原発停止は玄海町の経済に大きな影響があります。全国の原発立地の安全

面では日本でトップクラスだと思いますが、原発再稼働は安全確保が大前提ですので、はっ

きりした早急な結果が望まれます。

安倍総理は、アベノミクスの３本の矢、大胆な規制緩和、機動的な財政出動、民間投資を

喚起する成長戦略、物価上昇率２％を公約し、物価の上昇と経済も少しは上向いてきている

かと思われますが、現在の円安がどのように影響するのか心配するところです。

さらに、ＴＰＰ問題は聖域なき関税撤廃が原則ですが、国益に反するものは参加しないと

言われていますが、日本の農業には大きな影響があります。安倍総理は、国益を損なうもの

は交渉に入らないと言われていますが、日本の主張が通るのか、日本にとって、玄海町の農

業にとって大きな問題だと思います。慎重な対応をしてもらいたいと願っております。

国の補正予算が２月26日に可決され、約13兆1,000億円の補正予算が通ったわけですが、

その中には、約８兆円は新規国債、借金ですが、今年度の借金、国債発行は過去最大規模の

約52兆円に達すると言われております。今年度までの国の借金は約1,016兆円に膨らむと財

務省の見通しです。国民１人当たりの借金は、昨年12月時点で１人約7,820千円になりまし

た。財政再建が政府の重い課題である現状が改めて浮き彫りになりました。

全国の不交付団体の自治体は、2008年が188自治体、2012年度は55の自治体になりました。

玄海町も近い将来、交付団体になるでしょう。今ある財源を有効に利用し、私たちの子供た

ちに住みよい町の運営と住みよい町づくりを残していくことが必要だと思います。

16代アメリカ大統領のエイブラハム・リンカーンは、国民に愛された大統領の一人です。

教科書でも習いましたが、リンカーン大統領は人民の人民による人民のための政治を唱え、

国民の支持と信頼を得て大統領になりました。今、玄海町は県民の町民による町民のための

政治になっているのでしょうか。そういう自分の思いを持って質問をしたいと思います。

町長は、２期目に入り、６年目が過ぎました。就任以来、どのような町になっていると思

われているのか、お尋ねをいたします。
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○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

中山敏夫議員の質問にお答えしたいと思います。

町長就任以来、どのような町になっているかというお尋ねでございますが、平成18年の８

月に私が町長に就任して以来、御指摘をいただいたとおり、６年半が経過をいたしました。

２期目の半ばを過ぎたところでございます。これまで住みたい町になるようさまざまな取り

組みを行ってまいりました。

まず、厳しい経済状態の中で産業の振興を図るために、平成20年度から玄海町独自の玄海

町１・２・３産業振興基金を創設いたしました。

平成20年12月には雇用の創出を図るため、企業進出の優遇制度として産業立地促進条例も

制定をいたしました。

平成23年５月には九州大学との共同研究施設である玄海町薬用植物栽培研究所をオープン

し、甘草をメーンに薬用植物の研究をいたしております。この薬用植物栽培研究所の波及効

果として、町内への薬草栽培の普及や薬膳料理の研究、特産品の開発などへとつながってお

ります。また、この甘草を通した産業振興に取り組むため、企業との包括連携協定も結び、

今後の事業拡大を模索しているところでございます。

本年７月には次世代エネルギーパークもオープンをいたします。また、平成27年度には全

国棚田サミットの開催も予定をいたしております。

次世代エネルギーパークから薬草園、浜野浦の棚田、パレア、いこいの広場へと人の流れ

をつくり、観光集客の強化を図っているところでございます。また、子供たちの教育環境の

充実を図るため、小中一貫校を平成27年度に開校すべく、鋭意取り組んでいるところでござ

います。

そのほか、さまざまな取り組みをしてまいり、皆様にとって住みよい玄海町になるよう職

員とともに邁進してきたつもりではございますが、今後もさらなる努力をしていく覚悟でご

ざいますので、皆様方の御指導、御協力をよろしくお願い申し上げます。

○副議長（渡辺一夫君）

中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）
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町長が今までの経緯の大きな事業を言われたと思います。私としては、大きな事業をした

中で玄海町の町はどのようになっているんでしょう。町長就任以来６年目です。当然町の基

本は総合計画にあると思いますが、総合計画の達成率は以前質問したときには平成18年から

23年度まで53％との答弁をいただいておりました。現在はまだ上がっているとは思っており

ますが、総合計画の５つの基本目標である安全で快適な町、人に優しい町、資源を生かす活

力を育む町、文化の薫る町、創意工夫の町、これが総合計画の５つの目標なんですが、この

総合計画の５つの基本目標については町長はどのようにお考えでしょうか。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

まちづくりの課題と対策ということでお答えをさせていただきたいと思います。

今、地方は超少子・高齢化による人口減少時代の到来、介護、医療、子育て支援など取り

巻く環境は大変厳しいものがございます。しかしながら、地方が担う役割はますます大きく

なっていき、それに伴う財政措置もふえていくことに間違いはございません。玄海町におい

ては、２年前の東日本大震災以降、混迷する原子力政策によっていまだ原子力発電所が再稼

働しない状況が続いております。

町の財政的な打撃はもとより、関連業種の方々も大変厳しい経営を強いられてございます。

一つの打開策として、平成24年10月から交流人口の増加と宿泊者の増加のため、玄海町合宿

等誘致補助制度を創設したところでございます。

この厳しい状況を打破すべく、まず行政改革を推進し、限りある財政の積極的活用を行い、

財源を確保してまいります。これまでの地域産業の支援はもとより、人材育成などにも積極

的に力を入れていくつもりでございます。

平成27年度には、小中一貫校の開校により廃校舎の活用による企業誘致等雇用の場の創出

などができるものと考えております。また、平成27年度には全国棚田サミットが開催をされ、

全国からお越しいただくことは玄海町の魅力の発信ができるよい機会であり、これを今後の

交流人口の拡大のきっかけとして町の経済発展につながるよう取り組んでまいりたいと思っ

ております。

これも毎回申し上げておりますが、原子力発電所のある町ではなく、原子力発電所もある

町として、今後も鋭意住みたい町玄海町を目指して政策を展開していく所存でございます。
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今、５つの目標ということで中山議員から御指摘をいただきましたが、それぞれに私は町

民の皆さんに、その点については少しずつなりといえども、町報や、それからケーブルテレ

ビ等々の発言等、それから、この議会の発言で皆さんに少しずつ理解をしていただいている

のではないかというふうに考えております。

それから、先ほどちょっとおっしゃっていただきましたけれども、現在、平成27年度まで

の第四次玄海町総合計画の実施計画に基づいて事業を行ってきておりますが、事業費ベース

での進捗率は66.5％ということになっております。残る３年間の計画期間において、厳しい

財政の中、これまで行ってきた各事業の見直しはもとより、時代に応じた施策を展開してい

く所存でございますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○副議長（渡辺一夫君）

中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）

町長が２番のほうに行かれましたが、私はまだ町づくり、どのような町になっているかと

いうことでお伺いしたいと思います。前後するかもしれませんが、御容赦いただきたいと思

います。

平成23年12月に町長の答弁で、玄海町の産業について答弁をいただきました。抜粋してお

りますので、読ませていただきます。

農業について、農地の基盤整備について、上場開発事業で本町の農地の約35％が整備が終

わっております。水田は約40％、畑は約30％の基盤整備を終えていることから、本町の農地

の整備はほぼ完了している。さがの強い園芸農業確立対策事業で平成21年度から23年度まで

401組合の事業で378,200千円、補助金253,810千円と、いろいろと話を町長がされておりま

す。イチゴの共同選果場、また、町の助成金、うまかもん市場への事業費の補助金、また助

成金、また、佐賀牛に対しても補助金を出しております。

そこで、どのような町になっているかということに対して、農業に対しては町長はこれだ

け話をされておりますが、農業は確立ができているんでしょうか、就任した当時と今として

は、農業については生産やいろいろな形の中でもう確立が済んでいるんでしょうか、その点

についてお伺いしたいと思います。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。
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○町長（岸本英雄君）

農業という一分野で申し上げますと、今、中山議員御指摘をいただいたように、緊急活性

化園芸対策事業というのは実はもう平成10年代から県が助成してきた事業でございまして、

それを初期から、当初から玄海町の場合はずっと受け続けておられることを考えますと、確

かにまだ受けざるを得ないということであれば、農業が確立したとは言えないというふうに

私としては考えております。

ただ、今まで、これまでに補助をしてきたことが皆さんの身となり形となって出てくるの

であれば、少しずつその点については農家の皆さんとも協議をしながら、その調整を図りな

がら、農業のさらなる発展につなげるような方向性のものに玄海町としては変えていけたら

いいなというふうに考えております。

ただ、先ほどからＴＰＰの話もされているとおりに、世の中の経済情勢はそれをかなえる

だけの状況に今ございません。玄海町としては、もう少し農業についてもいろんな形で助成

をしていく、補助をしていくという状況にあるというふうに判断をしておりますので、皆さ

んが元気を出して頑張って、俺たちだけでやっていけるぞという時期になるまでは、私ども

としては、行政としては一生懸命支援をしていかなければいけないと考えているところでご

ざいます。

○副議長（渡辺一夫君）

中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）

どのような町になっているかということと、町づくりの課題と対策にということで町長が

先ほど答弁されましたので、２つを一緒にさせていただきます。

今、町長が言われるように、農業についてはまだまだ確立は私はできていないと思ってお

ります。そういう中で、今の玄海町の農業を見た、私が感じて話を聞いた中では、後継者が

いなくなってきました。ある地域では、苗代をするのに２人か３人しかつくらない。あとは

お金を出して買って田植えをしておりますという話をこのごろ聞きました。ということは、

今からの農業、玄海町の農業を考えた場合に、やはり専門的な農業の受け皿的な、企業的な

ものも必要ではないでしょうか。農業一つで、一家庭で、専業農家でない農家が機械やいろ

いろなことを買って農業を続けることは非常に難しいことがあると思います。それに伴い、

高齢者になってきている現状があると思います。
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そういったことを考えていけば、今からの農業は、玄海町でもどこでも一緒だと思います

が、ＪＡやそういった人たち、また、若い人たちに企業、また農協あたりにも任せて、農地

の荒れないような方法も一つではないでしょうか。一つの地区で苗代を２人か３人しかしな

い地域が出てきているということが実情なんですが、私としては、そのように今からの農業

の考え方、頑張れるところは頑張っていただいて、高齢者のところにはそういった対策もひ

とつ必要ではないかと思いますが、町長のお考えをお伺いします。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今、中山敏夫議員が御指摘をいただいたとおりに、先ほど私は不景気の話もさせていただ

きました。景気の状況の問題もあると思います。それから、流通の問題もあります。

ただ、一つの地域、そして、一つの国がその国のしっかりとした自立ができるためには、

どうしても自分のところでどれだけ食料をつくれるかという問題が私は大きな問題だという

ふうに思っています。それが日本ではこの地方が担っていかなければいけないわけでありま

して、そういう意味で言えば、この数年間というか、この10年間ほどは少しずつやはり老朽

化が進んで、若手の後継者が減っているのもこれは事実でございまして、佐賀県に至っては、

玄海町はまだいいほうで、佐賀県全体で見ればもっとこれが高齢化をしているんだというふ

うに思っております。

ですから、ここに歯どめをかけながら、さらに先ほど申し上げたようにいろんな形で助成

できる範囲で玄海町としては農家の皆さんには助成をし、これは農業だけではなくて、漁業

も商工業の皆さんも同じだと思うんですが、この地域で商売のできる十分な状況づくりをし

ていかなければいけない。そういう意味では、日本の国の経済動向、世界の経済動向に流さ

れて、私が反省をしなければいけない部分というのはあるかもしれません。しかし、今後も

今、中山議員から御指摘いただいたように、農業の大事さをもう一度町民の皆さんにも御理

解をいただいて、支援をしていく時期が来るのではないか。そして、そういう対策をとって

いかなければいけないのではないかというふうに考えておるところでございます。

○副議長（渡辺一夫君）

中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）
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私もそういうふうに思います。補助も、ずうっと続けていくことも考えなくてはならない

でしょう。しかし、効率的な補助が求められると思います。ぜひ町長におかれましては、県

の動向、玄海町の実態等をよく調査されて、実のある助成的なものになっていって農業の活

性化につなげていただきたいと思います。

次に、漁業と商工業と一緒に聞きましょう。町長は、先ほど１・２・３を言いました。商

工業では１・２・３が非常に助かっております。しかし、１・２・３については、国民生活

金融公庫の窓口でないと利子補給がありません。これは私が借りたからわかるんですが、し

かし、佐賀銀行や信用金庫や、そういったところの金融機関から借りるときには、そういっ

たことができないんですね。

国の制度だから、国の助成的な金融機関だから、そういうことばかりではないと思います。

なぜなら、町から単独で助成の利子補給をするわけですから、はっきりした、しっかりとし

た金融機関であれば同じ助成も必要ではないでしょうか。そういった金融機関の範囲の中で

利率が下がり、町からの利子補給が下がるんじゃないかと、私はそういうふうに思いました。

やはり借りるならば一つのところ、そうじゃなくて選択肢もできるように商工業者にも与

え、また、しっかり銀行であれば、そういうところへの利子補給は町単独ですから可能じゃ

ないかなと思いますが、そういった競争が生まれることによって商工業者が借りやすくなる

んじゃないかと思いますが、町長も商工会の会長をされておりました。ぜひ、そういったこ

とも考えられると思いますが、いかがでしょうか。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

確かに今、中山議員おっしゃったように、国金の場合は非常な制約があって、私どもが借

りる場合でも非常に借りづらい面もございます。そういった部分を、例えば市中銀行ですと

か地方銀行からそれを引き出すという手が実はありますが、そこを直接でやりますと、非常

に私ども地方自治体として困ってしまうのは、例えば、私どもは主体の銀行を抱えておりま

すので、それが佐賀銀行さんであったり、福岡銀行さんであったりすれば、そこにいきなり

全く関係のない銀行から引っ張ってこられる方々にそのお金を直接融資するということでは

少し心配がございます。その場合のために実は信用保証協会を通していただくという作業を

とらせていただいているわけでありまして、県の信用保証協会には何度も上がりまして、今
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の会長さん、それから、役員さの皆さん方にも玄海町の事情も説明をして、しっかりとした

形でお貸しをいただけるように話をしておりますので、そういう部分については努力をして

継続させて、私はぜひ佐賀銀行なり市中銀行からお金をお借りいただいて、信用保証協会を

通して借りていけるような形にしていきたいというふうに思っております。

○副議長（渡辺一夫君）

中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）

国金、名前を挙げて、そこしかありませんから話をしますけれども、玄海町からの利子補

給があるでしょうという形なんですよね。幅は全部あると思うんですよ。今の基金を町がた

めている中でも、ある程度の幅を見た中で基金をためて、いろいろと書いてあるやり方で。

しかしながら、玄海町からこれだけをしているんだから、これでもいいでしょうと言われる

と、それを逆手にとられているんですよね。そういった商工業者は多分そういう目に遭って

いると思うんですね。

町長が言われるように、信用保証協会や保証人等がはっきりした部分であれば、そういっ

たこともですね、そうすることで競争の原理で私はよくなるかなと思っております。ぜひ、

そのようなお考えでできれば進めていただきたいと思います。

もう１点は漁業ですね。漁業は、午前中の渡辺議員の話でも相当に悪いと私も聞いており

ます。そういった中でいつも話をしているのは、町長が一昨年の12月には製氷施設をつくっ

た、そういった事業をしました、高生産性の養殖整備事業をしました、そういった飼料培養

魚礁施設もしましたと、いろいろお話もされました。しかし、それでもなかなか後継者がで

きないということが大きな問題だと思います。

そういった中で、付加価値をつける、インターネット等を使いながら販路を広めていく、

やはりこういったところが私は大きな今からの時代に沿った販売の仕方、６次産業的なもの

も必要じゃないかと思っております。

そうなると、玄海町では幾度となく雨や洪水のときに魚の養殖等が死んだりとかあります

が、ＣＡＳ冷凍やいろいろな冷凍施設をつくって、町としてもそういった対応ができるよう

に、要するにタイでも高い時期に販路ができる、そういったところができるんじゃないかと

思います。

呼子もＣＡＳ冷凍ができていました。玄海町にはまだそういったところはありませんが、
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ぜひ漁業についても、カキも生まれました。外津ですね。そういったことを考えていけば、

漁業者にとって何がいいのか、何がどれだけのことをして漁業者が助かるのか、また、それ

が町にとって産業になるのかをよく考えていかないと、補助を流すばかりだけではもうやっ

ていかれなくなってくるんじゃないかなと思います。

そういったことを考えていけば、あるときに保存ができて、高いときに売れる。そして、

インターネットを使いながら販路ができるように、繰り返しのようになっておりますが、ぜ

ひそういった対応ができないかと思いますが、町長のお考えはいかがでしょう。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

これも今、中山議員御指摘をいただいたとおりに、実は１・２・３産業振興基金も漁業者

の方はこの３年間、４年間のうちで15,000千円ほどしかお借りになっていない状況にござい

ます。

もちろん、これは漁業信用保証協会の条件が厳しかったということもありますけれども、

それも今は緩和をされて保証人１人で対応していただけるようになりましたので、今後はそ

れも、融資についてはさらに借りやすい状況づくりには努力をしていきたいというふうに思

っております。

それから、今、ＣＡＳ冷凍の話をされました。呼子では確かにＣＡＳ冷凍を使われており

まして、私も何日か前にシーサイドホテルでＣＡＳ冷凍のイカを食べさせていただきました。

確かに非常にいいもので冷凍ができるなと思いましたが、今、外津ではプロトン冷凍という

さらに進んだ何というんですかね、細胞を壊さないまま冷凍ができるという冷凍の話が来て

おりまして、それについては私どもも今協議をさせていただいております。ぜひこういった

ものを使って玄海町の漁業者の皆さんがさらに流通形態に乗りやすいように、いろんな形で

支援をしていくことを今後は考えていきたいというふうに思っております。

ただ、ちょっとだけネックがあるのは、核燃料税を今県からとめられておりますので、私

はその一部を充てるつもりでおりましたけれども、そこら辺については私どもも何かやりく

りをしまして、ぜひそういった事業には支援をしていけるよう努力をしていきたいと考えて

おります。

○副議長（渡辺一夫君）
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中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）

プロトン冷凍ですか、私は初めて聞きました。まあ、いい話で、私は外津と言わず、仮屋

漁協ともそういった助成ができて、いいときに冷凍をして高い価格のときに搬出できるよう

に、ぜひそれは対応していただきたいと思います。

今の漁業の話の中で、町長が１・２・３でも15,000千円しか借れないと。そういったとこ

ろも、保証協会もさることながら、やっぱり保証人、そういったものがとれれば利子補給が

可能とか、町独自でいいじゃないですか。町独自の、岸本英雄町長の独自の案でしょう、

１・２・３は。やはり新しい独自で町が損益にならないような、確立できるような保証人等

があれば大丈夫だというようなやり方も一つだと思います。ぜひ１・２・３の上をいくよう

な考えもひとつ考えていただきたいと要望をしておきます。

町づくりの中で町長が課題と対策にということで、私はまだ町づくりでお伺いしたいんで

すが、町長はこう答弁をされました。子供にはいろんな選択肢ができるような、高齢者の皆

さんにもいろいろな選択肢ができる、この町に住んでよかったなと思えるような高齢者対策

ができているのか、これは町長の23年12月の町長答弁の抜粋なんですが、この子供と高齢者

については町長はどうお考えでしょうか。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

高齢者に対しましては、確かに特別養護老人ホームというのもございますけれども、それ

に付随してグループホームができました。それは一つの成果だったかなという気持ちでおり

ます。と同時に老齢年金をですね、老齢年金という表現は正しくないかもしれませんが、高

齢者の皆さんに祝い金を毎年差し上げる行為というのは、私はほかの自治体ではやっていな

い行為だというふうに思っておりますし、その作業は極力今後も続けてやっていければいい

なというふうに思っています。

それから、いろんな形で実は一昨年、火事を起こして、独居老人の方々が大変な被害を受

けられることになりました。そういった意味では、独居老人の皆さん方に対する対応策、し

っかり防災計画の中でもうたい込みをしておりますけれども、今、制作中でありますので、

そういった部分も含めてしっかりとした──老人の皆さんがたとえひとりで住んでいようが、
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高齢者だけの家庭であろうが、玄海町にいるとこれがはっきりわかるよと、これを教えても

らえるよというような作業を今後も引き続き続けていきたいなというふうに思っております。

それともう1つ、子供たちですけれども、子供は本当に三つ子の魂百までです。やっぱり

保育園のときにしっかりとした子供の教育といいますか、子供たちを健やかに育てていかな

ければいけません。そういう意味では、今回、行革大綱の中で保育園の保母さんたちのアウ

トソーシングの話も出てきたかと思いますけれども、保育園については当分の間は直営でや

っていくことが私は大事ではないかなと。様子を見ながら、御父兄の皆さんにも御理解をい

ただけるところでそういう形で切りかえていくという方法も一つあるのかなと。

それから、小・中学校の今回の小中一貫校については、教育長にお任せをしている部分も

ありますけれども、さらに私は子供たちが玄海町に誇りを持ってくれる、そんな教育体系が

つくり出せるのではないかなと。それとこれに加えて、外部の方まで合宿でお見えになった

ら玄海町はすばらしいところですねと、いい人が多い、誠実な人が多いと言っていただける

ような形の地域につくり上げていかなければいけないと思っております。

そういう意味では、いまだに国保の一番金を使っていないのは私ども玄海町でございます

ので、一番健康のあかしでございます。これをどこまで維持できるのか。それと同時にいろ

んな健診の作業を、ぜひ町民の皆さんが自分の健康にどれだけ気を使っていただけるかをし

っかりとはかれるような施策を、これもあわせて今後やらせていただきたいと思っておりま

すので、ぜひ議員にはその点についても御理解をいただきながら、本当に赤ちゃんからお年

寄りまでしっかりと住みやすい地域づくりを目指していきたいと考えております。

○副議長（渡辺一夫君）

中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）

これも先ほど町長が答弁をされた抜粋なんですね。私は、一般質問をした中での議事録を

いつももらっております。もらう中で、再度質問するときに必ず町長の答弁を確認している

わけですが、子供にはいろんな選択肢ができるようなというような答弁を町長は23年12月に

されました。しかしながら、有浦小学校の校名で有浦小学校の名前も出ませんでした。当時

は有浦小学校の名前がいいという形の中で有浦校区の人たち四十数名が有浦小学校の校名を

出されました。町長が言われる子供にはいろんな選択肢ができるような、子供の選択肢は私

は父兄が代弁をすると思うんですね。私はですよ。私はそう思う中で、父兄がそういった形
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の中で有浦小学校名がいい、また、値賀校区では小中一貫でも白紙撤回の話をされていると。

区長さんたちも、値賀校区の区長さんは24年３月には高台への移転を要望されてできません

でした。

そういったことを考えた場合に、玄海町の町づくりについて題を通して質問を出しており

ますが、本当に玄海町はいい町になっているんでしょうか。町長はどのようにお考えでしょ

うか。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今おっしゃっていただいたように、子供たちにはたくさんの選択肢を与えたいという気持

ちは変わっておりません。ただし、何でもかんでも選べるというものではありません。世の

中は大変そういう意味では厳しいものでありまして、しっかりと忍耐、忍ぶ力も必要です。

生活力も必要です。かといって、そういう豊かな心も必要。そういうことを考えれば、子供

たちにそういった意味での選択肢、たくさんの選択肢が与えられたらいいなと私は思ってい

るところでありまして、学校名についても私どもが提案させていただいたことが議会で否決

を受ければ、それは当然それに対処していくのが、議会の皆さん、議員の皆さんは町民の代

表者でございますので、それが私は行政としての趣旨だったというふうに思っております。

そういう意味では、子供たちはそれに何らかの不満を私どもにも伝えてきておりませんし、

御父兄の皆さんも昔話のようにこうだったねと言われる方はおられますけれども、それにつ

いていかんやったという方は今のところ私のところにはお見えいただいていないということ

もあります。

そういったことも踏まえて考えれば、私は玄海町という町は、そういう意味では非常に自

由な発言ができて自由な行動ができる、よその自治体と比較をしてですよ。それが全て何で

もかんでも自由という意味ではなくて、自分たちの生活の限られた中で自由に動きがとれて

自由な発言ができる、私はそんなすてきな地域だというふうに今も自負しております。

○副議長（渡辺一夫君）

中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）

私も議会人で20年目になるわけですから、議会議決もわかります。ただ、私が言っている
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のは、子供にはいろんな選択肢ができるようなと町長の答弁なんですね。それに対して私は

話をしているんです。

３小の小学校の子供たちが統合されて、今、有徳小学校の歌を歌っています。あと２年後

にはまた新しい学校の校歌を歌わなくてはならない。そういったときに、本当に子供たちは

どういう思いを持っているのかなと、そういう気持ちの中で私は質問をしているわけです。

町長の答弁を今いただきましたので、町民の方々も見られるでしょう。私はそういう思い

でお聞きをしました。

さらに町長は、町長に就任時、玄海町は10年間は単独の町でと話をされました。玄海町単

独で町はいけるのか、10年後は今の見通しではどうなのか、町長の就任以来の町としてどの

ようにお考えでしょうか。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

もう６年半になりますので、10年というのはあと４年ほどしかありませんけれども、実は

一昨年の３月11日の東北大震災によって自分の中の予定というのは少し変更、修正がされま

した。そういう意味で考えても、私は日本の経済の復興のためにも、それから地域のために

も、そして、地域の子供たちのためにも、私は玄海町はもう少し玄海町単独で自立した町と

してしっかり生きていかなければいけないというふうに思っておりますので、あと４年で合

併することはあり得ないというふうに思っておりますし、さらにそれがもう少し延びて、私

は10年か20年は、もう20年と言っておったほうがいいかもしれませんが、20年ぐらいは単独

の玄海町で頑張っていきたいなという気持ちでおるところでございます。

○副議長（渡辺一夫君）

中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）

これも町長が言われた言葉の中でどうなのかなという、就任以来の町づくりでお聞きして

いるわけですが、今、冒頭に私がお話をしたように、2008年は不交付団体が188自治体あり

ました。しかし、2012年はもう55の自治体になりました。それだけ交付団体になる可能性が

多々あるということですよね。

町長が今、行政改革、先にも質問に上げておりますけれども、そういうことがあるがゆえ
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に行政改革に臨んでいるんじゃないかなと思っております。町長の20年と聞いたものですか

らびっくりはしましたが、その町づくりの課題として今後は町長が住みたい町をいつも言わ

れますよね。課題としては先ほど話をされたと思いますが、今後の対策として大きなものは

何があるんでしょうか。町づくりの課題として、対策として町長の大きなものを上げていた

だければと思います。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

先ほどもちょっと答弁をしてしまいましたけれども、やはり１つは人口減少の時代に入っ

たということ、それから、地方が担う役割がますます大きくなって財政措置もふえていくだ

ろうということ、それにあわせて本当に日本自体の財政がきちんとそれに対応できるのかと

いうこと、それから、原子力発電所の今後の動向がどうなるかということ、こういうことが

玄海町にとっては大きな課題ではないかなというふうに思います。

ただ、財政的には不交付団体から交付団体になるのを25年か６年というシミュレーション

も一時期はいたしましたけれども、今の状況では27年以降になるのではないかというふうに

予測はいたしております。

ただ、そうなったとしても、いずれそうなる状況になる可能性は高うございますので、先

ほど行政改革大綱のお話になったように、行政改革大綱のような下準備をぜひとも町として

はやっておかなければいけないのかなというふうに考えております。

○副議長（渡辺一夫君）

中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）

わかりました。次に移ります。

町民の定住と幸福度、ＧＮＨについて現状と対策、または評価の仕方はどのようにされる

のか、その点について町長はどのようにお考えをお持ちでしょうか、お伺いをいたします。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

定住については、平成16年３月に定住促進奨励金の制度を設けて、町内外の方に住宅新築
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等の補助金を交付してきたところでございます。しかし、定住するためには住環境や子育て、

教育、仕事などの経済的な環境や健康、コミュニティーとの良好なつながりなどが保たれて

こそ、その町に住もうと思われるのではないかと思います。そうしたものの充実が図られて

からこそ、幸福度といいますか、そういったものも高くなるのではないかというふうに思っ

ております。

これも先ほど答弁いたしましたけれども、現在、平成27年度までの計画期間の第四次玄

海町総合計画の実施計画に基づいて事業を行っておりますが、事業費ベースでの進捗率は

66.5％となっております。残る３年間の計画期間において、厳しい財政の中ですけれども、

これまで行ってきた各事業の見直しはもとより、時代に応じた施策を展開していくつもりで

ございますので、ぜひこれも御理解をいただきますようお願い申し上げます。

○副議長（渡辺一夫君）

中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）

住民の定住と幸福度ということで、町づくりに関する最後に私がお聞きしたいのは、玄海

町民が玄海町にどれだけ住みたいと思える町づくりになっているかなという思いなんです。

そういう中で、午前中もお話がありましたが、他町から玄海町に来るのにもいろんな制約が

あります。農家をする場合は、補助をする場合は５反以上購入しないとできないという課長

の答弁もいただいておりました。

やはり定住、住環境、教育、経済環境、健康、コミュニティー、やはりそういったところ

が大きなウエートを占めると思いますが、しかしながら、玄海町に住みたい町づくりをして

いる割には行政でもしかり、職員さんが唐津のほうにいっぱい行ってある。13億円の中の５

億円近くは町外になってきている。やはり私たちは玄海町に住んでいます。池田議員が言う

ように、ずうっと玄海町に最後までいるつもりです。

そういった中で、そういう職員さんたちでも、誰でも町民でも一緒だと思いますが、玄海

町に住みたい、住んでいきたいというそういうところがないから行けるのかなと私は思うん

ですよ。町の助成、いろんな事業を町長はされていると思います。国民的なものでいえば、

ブータンあたりは90％近く幸福度、そういった形で先進地とおくれたところの幸福度と違う

と思いますけれども、しかし、玄海町で玄海町に住んでいたいという思いが募る、または住

んでいきたいというところは何があるんでしょうか。今、町長が言われた住環境や定住、教
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育、経済環境、それだけなんでしょうか。やはり町長はこう答弁をされました。

アンケート、平成18年２月、私たちよく言いますね。広報紙で小学校の全体の19.6％、中

学生は37％が玄海町に住みたくないと。本当に悪いなら悪いではっきりしたアンケート、ど

こがいけないのか。町長はこう言われました。アンケートについて、町民の期待に応えるこ

とにつながっていくのであれば十分な対応策として考えたいと思っているところでございま

すと答弁いただきました。悪くてもいいじゃないですか。もう一度、学校を新しくつくると

いうような形で考えがあるならば、今の住民さんたちに玄海町に住みたいのかどうか、何が

いけないのか、はっきり聞いた中のアンケートをとって町づくりに着手すればいいじゃない

ですか。

はっきりしない数字、怖いからアンケートをとらないじゃなくて、アンケートをとった中

で対策を設けることは私は町民に理解を得られると、そういうふうに思うわけですが、町長、

ぜひ悪くてもいいじゃないですか、悪くてもいい方向に向けるようにあなたがやればいいん

だから、よかったらその上にまたすればいいじゃないですか。ぜひ、町づくりに定住が私は

不可欠と思うんですよ。定住あって町づくりと私は思います。

高知県が独自で幸福度指標に基づく地域づくりの提言ということで、日本一幸福実現県、

高地が全国に発信されて、地域ブランドとして確立をしております。高地ができて玄海町に

できないことはないと思うんですよ。玄海町もそういったアンケートをとって、こういった

町づくりに着手してはいかがでしょうか。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今、中山議員御提案をいただいたことは、大変一理あるというふうに思います。

ただ、私どもも全くそのアンケートをやっていないわけではなくて、毎月の町報には必ず

町民の皆さん方の御意見を聞かせていただけるようなはがきもつけておりますし、いろんな

形で、ほかの部門でそれぞれこれは課別ですけれども、企画課ですとか、いろんな課でそれ

ぞれのアンケートはとらせていただいております。

その結果を見ますと、それほど玄海町が悪いとか、玄海町がいかんという言葉は実は出て

きません。ただ、これはアンケートの一つの手法なのかもしれませんけれども、そういった

意味では、今、中山議員御指摘をいただいたように、本当に玄海町に住みたいと思っていた
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だける何か大きなものが必要になるのかなという気持ちは私自身も持っています。

ただ、その一つの方法としては、先ほどから何度も同じことを言っていますが、教育であ

り、今回は小中一貫校という、これはよその方も大変気になさっておられますし、九電の一

部の方から小中一貫校を玄海町がやるなら俺は玄海町へ移ってこようかなと言われた方もあ

りました。これは非常に大きな効果だなという気がしております。

それからもう１つは、ほかの理由といいますか、やっぱりいろんな形で調べられたんだと

思いますけれども、負担が非常に玄海町は軽くて済むんだということをおっしゃって、玄海

町へ来たいけれども、実は子供の学校をかえることができないでいるんですよということを

言われた方もございました。ですから、これは人それぞれにそれぞれの家庭があって、それ

ぞれの思いがあるので、それを強制的に玄海町がいいですよ、全ていいですよというわけに

はなかなかまいりません。

ですけれども、今後、今、中山議員おっしゃっていただいたことも踏まえて、いろんな形

で新しい町づくりにさらに手をかけながら、玄海町の本当のよさを皆さんにアピールしなが

ら、そして、定住政策をしっかりとした形で、私はまだ絵ではなくて形にしていくよう今後

努力をさせていただきたいと考えております。

○副議長（渡辺一夫君）

中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）

町長の思いと私の思いとありますが、定住が町づくりの基本になる、町づくりをして定住

を求める、その方法も一つあるかと思いますが、やはり今の住んである住民が末永く玄海町

に住んでいただくためにもそういった対応も必要じゃないかなと思います。私としてはそう

いうふうに感じて、町長に提言、お話をしたわけですが、町長が企業誘致で交通の便が悪い、

水の状況が悪い事例で断念をされたとありますね。定住を考える場合に、住民の人口をふや

すためには企業誘致も不可欠だと思います。

そういった中で、交通の便が悪い、水の状況が悪い事例で断念をされたと町長の答弁をい

ただいた中で、それならそういう企業誘致のためにどう対応しておられるのでしょうか。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）
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そういう発言をしたときに私どう答えたか、ちょっと今記憶にないんですが、私がだめで

したと言ったのではなくて、相手の企業さんが道路の整備がなっていないのでだめだと、水

が潤沢にないのでだめだということをおっしゃったので、実は私はショックを受けていたと

いうのが本当のところでございます。

ですから、道路の整備も今後将来にわたっては考えていかなければいけないし、それから、

水をきちんと維持できる玄海町であるように今後も努力をしていかなきゃいかんと思います

し、それから、電気というエネルギーを一つのうたい文句に私ども玄海町はする方法が企業

誘致にとっては一番近い方法でありますので、それについてもしっかりと維持できるような、

そんな体系づくりをしていかなければいけないと思っております。

まだ世の中では発電をするというイメージしか湧いておりませんが、私は蓄電をこれから

どうやって研究していくのかという、人間の知恵をどれだけ出せるかということが一つの大

きなキーポイントになるのではないかと思っておりまして、今、玄海町は蓄電池屋さんとも

協定の話をいたしておりますので、ぜひそういったことも作業としてやらせていただきたい

と考えております。

○副議長（渡辺一夫君）

中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）

今、そういった話を初めて聞きましたが、町づくりとしては受け皿として幅広い受け皿を

するべきであって、また、町民に対してはいつまでも玄海町にいてもらうための町づくりが

不可欠だと思います。また、産業については、今のインターネットや通信網を使った販売路

も考えていくことが大きな問題じゃないかと思っておりますので、その辺も提言をしておき

たいと思います。

次に、玄海町の財政計画と行政改革について、国の政権交代による影響はどのくらいある

のか、または公共工事等も影響があるのか、お伺いをいたします。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

政権が交代をした年明けの１月15日には、実は緊急経済対策として、これは議員御指摘を

いただきましたけれども、総額13兆1,054億円の平成24年度補正予算案が公表され、２月26
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日には政府案どおり補正予算が成立をいたしております。

今回の国の補正予算では、事前防災・減災等関連経費として２兆2,500億円の補正予算が

計上されておりまして、このうち事前防災・減災等関連事業として緊急時における即時避難

が困難な要援護者や住民を安全に避難させるため、特に半島地域において要援護者施設及び

公共施設に放射線防護機能を付加した一時的な屋内退避施設を確保するための費用支援とし

て、佐賀県では玄海町と唐津市に交付されるもので、玄海町に総額３億円の佐賀県原子力災

害対策施設整備費補助金が交付されることになっております。

この交付金は、特別養護老人ホーム玄海園を対象に整備するもので、今回、放射線防護対

策工事設計管理等の委託料に45,000千円、工事請負費に255,000千円を追加補正させていた

だいております。

なお、この事業につきましては、繰越明許費として平成25年度に事業を進めさせていただ

きたいというふうに考えております。

また、民主党政権時に2030年代に原子力発電所をゼロにするという政策が打ち出されまし

たが、現政権下では白紙の状況になっていることは御承知のことと思います。本年２月27日

の第31回原子力規制委員会において、運転期間延長認可制度に関する検討についての協議が

行われ、今後、規制委員会では安全性を確保するための安全基準を定めることになっており、

その安全基準を満たしていれば、40年経過の原子炉についても運転期間の延長も認められる

方向で政令等の改正が行われたものというふうに聞いております。

政権が交代したことで国の交付金制度そのものが変わるということは今のところはござい

ませんが、九州電力株式会社玄海原子力発電所１号機についても40年経過が目前に迫ってお

りまして、安全性が確認され、再稼働が可能であれば、従来どおりの経過年数に見合った交

付金が交付されるものというふうに考えております。しかし、40年を経過する原子力発電所

の安全対策については多額の費用と時間がかかることから、再稼働については今後とも見通

しが立たないのが現状だというふうには思っております。

また、先月28日の衆議院本会議の施政方針演説において、安倍首相は東京電力株式会社福

島第一原子力発電所事故の反省に立ち、原子力規制委員会のもとで妥協することなく、安全

性を高める新たな安全文化をつくり上げ、その上で安全が確認された原子力発電所は再稼働

すると明言がされており、政権がかわったことにより早期の再稼働を期待しているところで

ございます。
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以上でございます。

○副議長（渡辺一夫君）

中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）

今年度、玄海園のほうに原子力に対する３億円の補助が来ているということで、まだ工事

の内容についても未定だと聞いております。所管の勉強会の中でお聞きはしているわけです

が、そういった中で玄海町にはまだまだ公共工事がいろいろと取りざたされているわけです

が、私としては県に対する県道、国道、そういったところに反映があるんじゃないかなと思

っているんですが、その辺についてはないのでしょうか。

また、アベノミクスの３本の矢は物価上昇率を２％と言われています。そういった中で、

玄海町でもそういう給与の状況とかアップ、２％の物価上昇が考えられるのでしょうか。私

は東京で話をされる中で、今、原子力の町、町長が言われるように原子力もある町という中

で、今、安倍総理が打ち出している状況に玄海町が当たるのでしょうか。その点についてお

伺いしたいと思います。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

アベノミクスに関しましては、さすがに円安で株高ですから、株高は我々にとってもあり

がたいことだと思いますが、円安については、実は電力会社からいえば燃料は高く買わざる

を得なくなりますから、そういった部分のよし悪しというのは当然出てくると思います。

ただ、日本の経済状況が強い状況になることに変わりはない部分から考えれば、その部分

で進められておいて、安定した基準値を、そこから円の基準値を導き出すという方法はある

のかもしれません。私もそこまで専門家ではないのでわかりませんけれども、ぜひそれは期

待をしているところです。

安倍政権がそういった意味で実は都市部だけではなくて、地方のことをしっかりと考えた

作業をやっているというふうに、私は実際に、例えば環境大臣ですとか、それから復興副大

臣ですとかお会いをさせていただいた限りにおいては、その色を強く感じました。民主党政

権時代よりもそれを強く感じましたので、そういう意味では地方のことを大変気にかけてい

ただいていると。そういう流れからすれば、安倍政権がさらにこのアベノミクスから地方の
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ことをしっかりと支えてくれるそんな政権になってくれるをことを私としては期待をいたし

ておりますし、ぜひそのようにならなければ、我々はまた選挙で違う形の表現をすることに

なるのではないかというふうに思っております。

ただ、中山議員、もう１つ質問されましたですね。（「２％」と呼ぶ者あり）２％という

数字は、実はこれまでも日銀は１％で何度も出しました。ところが、１％で出すと0.6％ぐ

らいまでしか上がりません。そういった人間のさががわかった上での２％なので、私はある

意味、すごいインフレになるのは確かに困りますけれども、ちょっとしたインフレであれば

地方に波が届くのは早くなるのではないかという期待を持っておることは事実でございます。

ぜひ、安倍政権に私としては期待をさせていただいているというふうに思っております。

○副議長（渡辺一夫君）

中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）

アベノミクスの物価上昇２％は玄海町にとってはほど遠いのかなと私は思いますが、期待

は、まだ政権交代から時間が短いですから今後どうなるかわかりませんが、そういった状況

になって、また原子力再稼働をしてという順序になっていけば私もいいかなと思います。

２番目に上げております玄海町の原子力発電所原子炉停止の影響は玄海町にとってどのぐ

らいあるのか、お伺いをいたします。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今回の玄海原子力発電所の停止に伴い、昨年６月の議会定例会において、電源立地地域対

策交付金については、みなし発電電力量の規定適用が不明というふうに答弁をいたしており

ましたが、平成25年度においては、みなし発電電力量の規定が適用されることが決定をいた

しております。ですから、81％はいただけるということになりました。

また、平成25年度において約205,000千円ほどが減少すると答弁しておりましたけれども、

過日、資源エネルギー庁からの回答によって、通常運転時の試算金額から約23,800千円程度

の減額で済むということでございまして、限度額約1,621,000千円程度が交付されることに

なっております。

当初試算していた交付額より違ってしまいましたことに対しては深くおわびを申し上げま



- 116 -

すとともに、間違えました理由につきましては、みなし発電電力量の規定による発電実績等

により試算を行ったわけですけれども、計算方法についての詳細が公表されておりませんで

したので、確認することができなかったことを御理解いただければというふうに思っており

ます。

また、佐賀県から交付されます核燃料税交付金につきましては、平成21年度から平成25年

度までの５年間に各年度150,000千円で総額750,000千円が本町に交付されることになってお

りましたが、佐賀県核燃料税を原資として交付されますが、平成23年度より当該税収がない

ために交付が見送られております。

玄海原子力発電所は、一昨年末の１号機、４号機の定期検査によって全ての原子炉が運転

停止の状態になっており、冒頭述べましたように、再稼働についての見通しが立たなくなっ

ております。このような状況が続けば、本町の財政はさらに厳しくなっていくものと考えら

れます。また、本町の税収の大部分を占める固定資産税の減少により、近い将来は普通交付

税の交付団体になることは間違いないものと思われます。

このようなことが推計されますので、住民サービスの低下を招かないよう工夫をし、行政

改革を推進しながら財源の確保を図り、健全財政の維持に努めなければならないというふう

に考えております。

以上が本町における財政面での影響でございます。

次に、町内の影響についてでありますが、原子力発電所の長期停止に伴って、町内の民宿

等に宿泊されている作業員の方の利用がほとんどないことで民宿事業者等の経営が思わしく

ない状況であることは認識をいたしております。

このことについては、議会の御協力によって、民宿の利用促進を図るため、合宿等誘致補

助事業を議決していただきましたが、経営が好転するまでの状況に至っていないのは御承知

のとおりでございます。このことから、安全が確保された原子力発電所については、みなし

規定の適用と同じように全国原子力発電所所在市町村協議会を通じて国に対して早期の再稼

働について要望していきたいというふうに考えております。

以上です。

○副議長（渡辺一夫君）

中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）
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電源立地地域対策交付金が1,621,000千円と、余り減らなかったということで、23,800千

円減だけで済んだということは非常に喜ばしいと思います。

そういう中で、玄海町内の民宿ですね、町長が今言われるように、合宿をされる中で２千

円の補助をされて助かったと言われておりました。しかし、13カ月に一度行われる原発の定

期検査においては、１年間ないということであれば経済損失は34億円と上場商工会のほうで

試算が出されました。

そういった中で、玄海町においても多くの民宿の経営者は岐路に立たされていると思いま

すが、やはり今の支払い等の凍結やそういった形、民宿の人たちはどのような胸中になって

いるのか。このごろ、町長がＮＨＫ佐賀に出ているところに民宿の方が出ておられましたが、

１割にもならないというようなお話でした。玄海町の町づくりの中でも一緒ですが、今する

とき、今しなくちゃならないときというところがあると思います。やはり再稼働がもう近々、

今年度いっぱい、そういった話がありますけれども、今こそ何らかの支払いの凍結をしてや

るとか、その助成ができないかとか、佐賀県の重粒子の固定資産税の延長がありました。当

初計画では10年間が20年になりました。当然民間企業からの融資等も考えた中での延長だと

思います。

そういったことを考えていけば、民宿にとって今大事、今、民宿の人たちを生き残らせる

ための政策、施策、それが大事ではないでしょうか。町長については、その辺についてぜひ

試算等ができて、多くの金額か私はわかりませんが、そういったことが可能であれば、対応

していただければ民宿の人たちは喜ぶんじゃないでしょうか。その点について町長のお考え

をお伺いいたします。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

民宿の皆さんには、合宿誘致支援事業を実はお一人泊まっていただくのに２千円の補助を

出しているわけですけれども、これの利用の頻度をぜひ高めていただくことが一つと、それ

から、やはり私どもが直接にそういった作業ができない範囲で唯一自治体から一番しやすい

のは融資ではないかというふうには思っております。

産業１・２・３融資制度をもう少し運用する形のものにさらにこれがなっていければ、そ

ういった方、例えば、短期でどうしてもお金が必要な方については、これも大変私としては
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言いにくいんですが、保証協会を通してぜひそういった相談をさせていただいて、そういっ

た方々は特別扱いというような過去の例もありますので、そういったことを使わせていただ

きながら、ぜひもう１年、再稼働するまでの我慢の期間を耐えていただくよう私どもとして

も努力をしていきたいと考えております。

○副議長（渡辺一夫君）

中山敏夫君。

○10番（中山敏夫君）

そうですね、非常に難しい問題だと思います。そういう局面に私も当時者じゃないですけ

れども、話を聞くと非常に厳しいものがあると思います。その中で支払い等がやってくれば、

どうされているのかなと思っております。そういったことを考えれば、合宿に多く町長がさ

れるということで喜ばれるでしょう。しかし、まだまだ１割というようなこのごろのテレビ

を見ると、本当にもう少し、今やるべき──再稼働までの期間でも限定的なものを、暫定的

なものでもできればと思って町長にこうして質問をしているわけですが、ぜひそういったこ

とが可能な地域、可能なところがあれば、そういったところをやっていただきたいと思いま

す。

次に、行政改革について現状と今後の計画と対策についてということで質問の項目を上げ

ておりますので、御回答いただきたいと思います。

○副議長（渡辺一夫君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

行政改革大綱の策定の状況についてお答えをしたいと思います。

６月議会の一般質問において、中山敏夫議員より行政改革について質問をしていただいて、

今年度新たな行政改革大綱の策定をしたいと答弁をさせていただいたところでございます。

平成16年度に策定しました行政改革大綱につきましては、大綱の推進方針に進行管理の適

正を期するため、行政改革が計画や目標に対してどのような進捗状況にあるかが住民にも理

解しやすいような広報を行うと定めておりながら、策定後、そのような対応ができておらず、

大変申しわけなく思っております。

その反省を踏まえて、早速、昨年７月31日に私を本部長とする玄海町行政改革推進本部会

議を開催し、平成18年３月に策定されました玄海町集中改革プランの実施状況、新行政改革
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大綱の策定方針スケジュール等について協議を行いました。

また、８月28日に各種団体の代表で構成をされた玄海町行政改革推進委員会に対して、玄

海町行政改革大綱の策定に関する諮問を行いました。実際の計画策定作業につきましては、

各課から１名、係長級の職員を推薦していただいて、行政改革推進本部の中に作業部会を立

ち上げ、５回にわたって会議を開催し、事業を実際に遂行する職員自身の手で原案の策定を

行いました。

その原案に基づいて玄海町行政改革推進本部会議を開催し、内容の整理、検討を行って、

玄海町行政改革大綱案及び実施計画案を策定しまして、この大綱案について玄海町行政改革

推進委員会において検討していただいて、12月５日に基本的に了承という内容の答申をして

いただきました。

この答申を受けて行政改革推進本部会議を開催して、12月10日から１月11日まで募集期間

とするパブリックコメントの手続を実施しました。その結果、意見の提出につきましては最

終的にはございませんでした。この結果につきましては、いろいろとお考えがあることと存

じますが、私どもとしましても、現在の行政改革大綱の案が町民の方々にとって特に異存な

しといった御意見をいただいたものと理解をいたしております。

パブリックコメントの結果を受けて、２月14日に行政改革推進本部会議を開催し、平成25

年度から平成29年度までの５年間を推進期間とする玄海町行政改革大綱と実施計画を承認さ

れ、策定をしております。

今回策定した行政改革大綱の中には、重点取り組み事項として５つの柱を掲げ、実施計画

において具体的な取り組みを定めております。例示をさせていただきますと、まず質の高い

行政サービスの提供としてワンストップ窓口の構築、窓口業務のサービス拡充、地区担当職

員制の導入など、次に職員の意識改革と人材育成として組織機構のフラット化、民間企業で

の職員研修、他の自治体との人事交流など、そして、スピード感を持った効率的な行財政運

営の推進としてクラウドへの移行、適正な定員管理の推進など、５つの柱に41項目の取り組

み目標を上げて行政改革に取り組んでいきたいと思っております。

また、玄海町行政改革推進委員会に対しましても、２月27日に御報告をさせていただいた

ところでございます。

○副議長（渡辺一夫君）

中山敏夫君。
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○10番（中山敏夫君）

済みません。時間の都合上、どうしても言いたいことがありました。

一点一点聞くように総務課長からも話をしていたんですが、事例ですね、お話をさせてい

ただきたかったことがありました。

皆さんも御承知のとおり、夕張市、破綻をしました。これは第三セクターによる観光施設

の整備と振興に取り組み、過剰な投資を行った結果であるとちゃんと本が出ております。

そういう中で、夕張市はどういったことをしているかということです。職員の給与は、当

時、町の基本給の３割カット、ボーナスは北海道占冠村の６割カットを基準にして全国最低

の給与水準となり、職員の年収は平均４割から５割近く減少することになった。さらに、退

職手当は段階的に５年間で57カ月から20カ月に大幅削減、最大４分の１に減ということにな

ったため、３月末で退職した人が５年後の給与と退職金を合算した所得より多くなる職員が

続出しました。その中で、退職を希望された中では152人が退職しました。

同じ職員です。再建団体になった人たちはこのように頑張っております。午前中に山口議

員が質問したように、夕張市の桜ともみじの花づくりをされております株式会社ニトリが提

案をしているわけですが、職員の行政改革、そういった中で石川県羽咋市、高野誠鮮さんで

すか、ブランド化の米をつくりました。その人が初めしたときには、百六十数名の生産者に

話したときに賛同は３名でした。今では１俵14千円のところが40千円で売れている。そうい

ったスーパー職員、そういったことでいつも羽咋市で載っております。

私は、行政改革は町長がすることで異存はありません。当然することです。やっていかな

くてはならないと思います。しかし、そういう中で原点に返って今何ができるのか、そうい

ったところを見定めた中で私はやっていくべきだと思います。

当然そういう中で職員の意識の改革、そういったことを事例の５つの部分がありました。

グループ制でもいろいろな問題があって、いろいろな不祥事もありました。やはりそういっ

たところをまずは検証してどうだったのか。新しいものをつくることは誰でもいいんです。

格好もいいです。しかし、今までの行政改革の不備はどこがどうだったのかをよく検証して

やっていくべきではないでしょうか。

私は夕張市あたりの大きな、とてつもないような話をさせていただきましたが、やはり赤

池町や夕張市のように、本当にそういう状況になった自治体は、そういう状況の中で働いて

いるということを肝に銘じて行政改革をしていただきたいと思います。
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これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

○副議長（渡辺一夫君）

以上で中山敏夫君の一般質問を終わります。

以上をもって本日の議事日程は全部終了いたしました。よって、本日の会議はこれにて散

会いたします。

なお、次の会議は、あす12日火曜日午前９時から当議場において本会議を開催しますので、

御了承方お願いいたします。お疲れさまでした。

午後４時18分 散会


